
・大学等における修学の支援に関する法律施行令
・大学等における修学の支援に関する法律の施行に関する
関係政令の整備及び経過措置に関する政令

（１）授業料等減免・給付型奨学金の金額

・大学等の種類、設置者ごとに、授業料等減免の上限額及び給付型
奨学金の金額を規定。

・住民税非課税世帯に準ずる世帯の支援額は、住民税非課税世帯の
支援額の2/3又は1/3とする。

・支援対象者が無利子奨学金を併用できる場合の貸与額を規定。

（２）授業料等減免・給付型奨学金の支援期間

・支援期間は、原則として支援対象者が在学する大学等の修業年限
とし、編入学等の場合は、最大通算６年とする。

（３）その他

・確認を取り消された大学等の設置者は、取消しの日から3年間確認
を受けられないこととされており、これに準ずる者として、取消
処分を逃れるために確認を辞退した設置者等も、同様の取扱いと
することを定める。

「大学等における修学の支援に関する法律案」（令和元年法律第8
号）において、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対する授業料等
減免制度の創設と学資支給（給付型奨学金）の拡充を講ずることとし
ている。

この法律に基づき、本制度を適切に実施するため、以下の事項を定
めることとし、授業料等の減免に関することは「大学等における修学
の支援に関する法律」の政省令において、給付型奨学金に関すること
は(独)日本学生支援機構法の政省令において、規定する。

大学等における修学の支援に関する法律案
に基づく政省令について（案）

趣 旨

１．政令の主な規定事項

概 要
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２．省令の主な規定事項

大学等における修学の支援に関する法律の施行の日（令和2年4月1日予定）

※省令に規定する給付型奨学金の予約採用及び機関要件の確認に係る準備行為
は、公布後直ちに実施する。

施行日

・ ・大学等における修学の支援に関する法律施行規則
・独立行政法人日本学生支援機構に関する省令

（１）支援措置の対象となる学生の認定要件

① 家計の経済状況に関すること

② 学業成績・学修意欲に関すること

③ 国籍・在留資格に関すること

④ 大学等に進学するまでの期間に関すること

（２）学生が支援措置を受けられる大学等の確認要件（機関要件）

① 実務経験のある教員による授業科目が標準単位数（4年制大学の場合、
124単位）の1割以上配置されていること

② 法人の「理事」に産業界等の外部人材を複数任命していること

③ 厳格かつ適正な成績管理を実施・公表していること

④ 財務諸表等の情報・教育活動に係る情報を公表していること

⑤ 大学等の経営基盤・収容定員の充足率に関すること

※ 機関要件の特例措置についても併せて規定

（３）修学支援制度の実施に必要な手続き

① 機関要件の確認手続に関すること（確認申請書の様式についても規定）

② 支援措置の対象となる学生の認定手続に関すること

③ 支援対象者の毎年度の要件確認（適格認定）に関すること

※ 今回の省令においては、制度の基本的な事項や制度実施に必要な手続に関する
規定を整備。以下の事項については、引き続き具体的な制度設計を検討し、追っ
て省令で規定する予定

・ 家計急変時の支援対象者の認定に関すること

・ 進学後の学業成績の基準（GPA等が下位1/4に属することが連続する場合）
における「斟酌すべきやむを得ない事情がある場合の特例」に関すること

・ その他制度の適正な実施に必要な事項に関すること（減免費用の交付、不正
対応等に関すること）



政
令
第

号

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
）
第
七
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号

、
第
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
一
条
並
び
に
第
十
六
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
法
第
七
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
者
等
）

第
一
条

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め

る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
大
学
等
の
設
置
者
と
し
、
同
号
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
当
該

者
の
当
該
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
七
条
第
一
項
の
確
認
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
五
条
に
お
い
て
単
に
「
確
認
」

と
い
う
。
）
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
の
設
置
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
確
認
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る

行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
そ
の
役
員

で
あ
っ
た
者

当
該
確
認
の
取
消
し
の
日

二

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
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っ
た
日
か
ら
当
該
処
分
を
す
る
日
又
は
処
分
を
し
な
い
こ
と
を
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
確
認
を
辞
退
し
た
大
学
等
の

設
置
者
（
当
該
確
認
の
辞
退
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

当
該

確
認
の
辞
退
の
日

三

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
聴
聞
決
定
予
定
日
（
当
該
検
査
の
結
果
に
基
づ
き
法
第

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
聴
聞
を
行
う
か
否
か
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る

日
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
等
が
そ
の
大
学
等
の

設
置
者
に
当
該
検
査
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
特
定
の
日
を
通
知
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
の
日
を
い
う
。

第
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
の
間
に
、
確
認
を
辞
退
し
た
大
学
等
の
設
置
者

当
該
確
認
の
辞
退
の
日

四

第
二
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
確
認
を
辞
退
し
た
大
学
等
の
設
置
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
号
の
通
知
の

日
前
六
十
日
以
内
に
そ
の
役
員
で
あ
っ
た
者

当
該
確
認
の
辞
退
の
日

五

大
学
等
の
設
置
者
又
は
そ
の
役
員
で
あ
っ
て
、
法
若
し
く
は
法
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し

た
者

当
該
違
反
行
為
を
し
た
日

六

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
大
学
等
の
設
置
者
又
は
そ
の
役
員
で
あ
っ
て
、
確
認
又
は
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
減
免
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費
用
（
同
条
に
規
定
す
る
減
免
費
用
を
い
う
。
第
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
弁
に
関
し
不
正
な
行
為
を
し
た
者

当

該
行
為
を
し
た
日

２

法
第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
個
人
と
し
、
同
号

の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
当
該
者
の
当
該
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
の
設
置
者

当
該
確
認
の
取
消
し
の
日

二

前
項
各
号
（
第
五
号
に
あ
っ
て
は
、
大
学
等
の
設
置
者
の
役
員
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
者

当
該
各
号
に

定
め
る
日

（
授
業
料
等
減
免
の
額
）

第
二
条

確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
行
う
授
業
料
減
免
（
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
の
減
免
を
い
う
。
次
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
年
額
及
び
入
学
金
減
免
（
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
学
金
の
減
免
を
い
う
。
次
条
第

二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
は
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
係
る
減
免
額
算
定
基
準
額
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に

切
り
上
げ
た
額
）
と
す
る
。
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一

一
〇
〇
円
未
満

当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
授
業
料
の
年
額
（
そ
の
額
が
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
欄
に
定
め
る
額
）
及
び
入
学

金
の
額
（
そ
の
額
が
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、

同
欄
に
定
め
る
額
）

区

分

授
業
料
の
年
額

入
学
金
の
額

大
学

地
方
公
共
団
体
、
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学

学
部
（
夜
間
学
部

五
三
五
、
八
〇

二
八
二
、
〇
〇

法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第

を
除
く
。
）

〇
円

〇
円

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い

う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
公

立
大
学
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成

十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
を
い
う
。
以
下

夜
間
学
部

二
六
七
、
九
〇

一
四
一
、
〇
〇

こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
大
学

〇
円

〇
円
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（
短
期
大
学
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

同
じ
。
）

私
立
の
大
学

学
部
（
夜
間
学
部

七
〇
〇
、
〇
〇

二
六
〇
、
〇
〇

を
除
く
。
）

〇
円

〇
円

夜
間
学
部

三
六
〇
、
〇
〇

一
四
〇
、
〇
〇

〇
円

〇
円

短
期
大

地
方
公
共
団
体
、
国
立
大
学
法
人
又
は
公
立
大

学
科
（
夜
間
学
科

三
九
〇
、
〇
〇

一
六
九
、
二
〇

学

学
法
人
が
設
置
す
る
短
期
大
学

を
除
く
。
）

〇
円

〇
円

夜
間
学
科

一
九
五
、
〇
〇

八
四
、
六
〇
〇

〇
円

円

私
立
の
短
期
大
学

学
科
（
夜
間
学
科

六
二
〇
、
〇
〇

二
五
〇
、
〇
〇

を
除
く
。
）

〇
円

〇
円

夜
間
学
科

三
六
〇
、
〇
〇

一
七
〇
、
〇
〇
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〇
円

〇
円

高
等
専

地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専

学
科

二
三
四
、
六
〇

八
四
、
六
〇
〇

門
学
校

門
学
校
機
構
又
は
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る

〇
円

円

高
等
専
門
学
校

私
立
の
高
等
専
門
学
校

学
科

七
〇
〇
、
〇
〇

一
三
〇
、
〇
〇

〇
円

〇
円

専
修
学

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
（
独
立

学
科
（
夜
間
学
科

一
六
六
、
八
〇

七
〇
、
〇
〇
〇

校

行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三

を
除
く
。
）

〇
円

円

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法

夜
間
学
科

八
三
、
四
〇
〇

三
五
、
〇
〇
〇

人
を
い
う
。
）
、
国
立
大
学
法
人
又
は
地
方
独

円

円

立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い

う
。
）
が
設
置
す
る
専
修
学
校
（
専
門
課
程
に
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限
る
。
以
下
同
じ
。
）

私
立
の
専
修
学
校

学
科
（
夜
間
学
科

五
九
〇
、
〇
〇

一
六
〇
、
〇
〇

を
除
く
。
）

〇
円

〇
円

夜
間
学
科

三
九
〇
、
〇
〇

一
四
〇
、
〇
〇

〇
円

〇
円

備
考一

大
学
の
項
に
お
い
て
「
夜
間
学
部
」
と
は
、
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
学
部
を
い
う
。

二

短
期
大
学
の
項
及
び
次
号
に
お
い
て
「
学
科
」
に
は
、
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
の
専
攻
科

を
含
む
。

三

短
期
大
学
の
項
に
お
い
て
「
夜
間
学
科
」
と
は
、
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
学
科
を
い
う
。

四

高
等
専
門
学
校
の
項
に
お
い
て
「
学
科
」
は
、
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
り
、
法
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
を
含
む
。

五

専
修
学
校
の
項
に
お
い
て
「
夜
間
学
科
」
と
は
、
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
学
科
を
い
う
。
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六

第
一
号
の
夜
間
学
部
、
第
三
号
の
夜
間
学
科
及
び
前
号
の
夜
間
学
科
に
は
、
い
ず
れ
も
昼
間
及
び
夜
間
の
双

方
の
時
間
帯
に
お
い
て
授
業
を
行
う
も
の
を
含
ま
な
い
。

二

一
〇
〇
円
以
上
二
五
、
六
〇
〇
円
未
満

当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
前
号
に
定
め
る
授

業
料
の
年
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
た
額
及
び
同
号
に
定
め
る
入
学
金
の
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
た
額

三

二
五
、
六
〇
〇
円
以
上
五
一
、
三
〇
〇
円
未
満

当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
第
一
号
に

定
め
る
授
業
料
の
年
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
た
額
及
び
同
号
に
定
め
る
入
学
金
の
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
た
額

２

前
項
に
規
定
す
る
「
減
免
額
算
定
基
準
額
」
と
は
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
に
つ
い
て
第

一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
し
、
そ
の
額
に
百

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
）
（
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
又
は
そ
の
生
計
を

維
持
す
る
者
が
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
又
は
同

法
附
則
第
三
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ

る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
合
算
し
た
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
又
は
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者

が
授
業
料
等
減
免
が
行
わ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
（
当
該
月
が
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
月
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
前
年
度
。
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以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の

施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
本
文
の
規
定
に
よ
り
難
い
場
合
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る

場
合
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

一

授
業
料
等
減
免
が
行
わ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
に
係
る
同
法
第
三
百
十
四

条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
、
課
税
退
職
所
得
金
額
及
び
課
税
山
林
所
得
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
三

条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
課
税
配
当
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項
第
一

号
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
課
税
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
課
税
長
期
譲
渡

所
得
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
課
税
短
期
譲
渡
所
得
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
五

項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る

上
場
株
式
等
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金
額
並
び
に
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係

る
課
税
雑
所
得
等
の
金
額
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
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用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
（
同
法
第
八
条
第
八
項
第
四
号
（
同
法
第
十
二
条
第
七
項

及
び
第
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方
税
法
第
三
百
十
四

条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
及
び
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に

よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
（
同
法
第
八
条
第
十
一
項
第
四
号
（
同
法
第
十
二
条
第

八
項
及
び
第
十
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方
税
法
第
三
百

十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
並
び
に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法

、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
三
条
の
二
の
二
第
十
項

に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
（
同
条
第
十
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方
税
法
第
三
百
十
四

条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
及
び
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人

税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
二
の
二
第
十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
（
同
条

第
十
四
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
適
用
後
の
金
額
）
の
合
計
額
に
百
分
の
六
を
乗
じ
た
額
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二

授
業
料
等
減
免
が
行
わ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
六
及
び
附
則
第
三
条
の
三
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
控
除
す
る
額
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規

定
す
る
指
定
都
市
に
よ
り
当
該
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
二

号
に
掲
げ
る
所
得
割
を
課
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
額
に
四
分
の
三
を
乗
じ
た
額
）

３

大
学
の
学
部
、
短
期
大
学
の
学
科
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
を
含
む
。
）
又
は
専
修
学
校
に

お
い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対
す
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号

中
「
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
欄
に
定
め
る

額
」
と
あ
る
の
は
「
一
三
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
一
三
〇
、
〇
〇
〇
円
」
と
、
「
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学

校
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
欄
に
定
め
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
三
〇
、
〇
〇

〇
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
三
〇
、
〇
〇
〇
円
」
と
す
る
。

（
授
業
料
減
免
の
期
間
等
）

第
三
条

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対
し
て
、
当
該
各
号
に

定
め
る
月
数
を
限
度
と
し
て
、
授
業
料
減
免
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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一

過
去
に
授
業
料
減
免
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
者

当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
そ
の
在
学
す
る
前
条
第
一
項
第
一
号

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
（
次
号
に
お
い
て
単
に
「
学
校
等
」
と
い
う
。
）
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め

に
必
要
な
期
間
の
月
数
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
又
は
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
の
正
規
の

修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
が
二
十
四
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
二
十
四
月
を
超
え
な
い
範
囲
で

文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
月
数
と
し
、
専
修
学
校
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
が
四
十

八
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
四
十
八
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
月
数
と
す
る
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）

二

過
去
に
授
業
料
減
免
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
八
条

第
九
項
、
第
百
二
十
二
条
又
は
第
百
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
編
入
学
し
た
者
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者

当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
そ
の
在
学
す
る
学
校
等
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
（

当
該
月
数
と
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
過
去
に
授
業
料
減
免
を
受
け
た
期
間
の
月
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
過

去
減
免
期
間
月
数
」
と
い
う
。
）
と
を
合
算
し
た
月
数
が
七
十
二
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
七
十
二
月
か
ら
当
該
過
去
減

免
期
間
月
数
を
控
除
し
た
月
数
）
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２

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
過
去
に
入
学
金
減
免
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対
し
て
、
入
学
金
減

免
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
国
の
負
担
）

第
四
条

国
は
、
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
毎
年
度
、
法
第
十
条
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

道
府
県
が
支
弁
す
る
減
免
費
用
の
二
分
の
一
を
負
担
す
る
。

（
法
第
十
六
条
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
場
合
）

第
五
条

法
第
十
六
条
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
取
消
し
の
処
分
に

係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
処
分
を
す
る
日
若
し
く
は
処
分
を
し
な
い
こ
と
を

決
定
す
る
日
ま
で
の
間
又
は
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
聴
聞
決
定
予
定
日
ま
で
の
間
に

確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
確
認
を
辞
退
し
た
場
合
（
当
該
確
認
の
辞
退
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
と

す
る
。

（
文
部
科
学
省
令
へ
の
委
任
）

第
六
条

こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
授
業
料
等
減
免
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。
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附

則

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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理

由

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
確
認
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
の
設
置
者
に
準
ず
る
者
、

授
業
料
等
減
免
の
額
等
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。



政
令
第

号

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
同
法
附
則
第
六
条

第
四
項
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
四
条
第
四
項
並
び
に
第
十
七
条
の

二
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

目
次第

一
章

関
係
政
令
の
整
備
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

経
過
措
置
（
第
三
条
―
第
五
条
）

附
則

第
一
章

関
係
政
令
の
整
備

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

資料１－３



第
一
条
第
一
項
の
表
大
学
の
項
中
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
同
表
高
等
専
門
学
校
の
項
中
「
及
び
公
立
大
学
法
人

」
を
「
又
は
公
立
大
学
法
人
」
に
改
め
、
同
表
専
修
学
校
の
項
中
「
第
八
条
の
二
第
一
項
の
表
」
を
「
第
八
条
の
二
第
一
項

第
一
号
の
表
及
び
第
二
項
第
一
号
の
表
」
に
、
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
、
「
同
表
」
を
「
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の

表
及
び
第
二
項
第
一
号
の
表
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
一
号
中
「
（
第
五
号
に
お
い
て
「
特
定
技
術
」
と
い
う
。
）
」
を
削

り
、
「
第
六
条
」
の
下
に
「
及
び
第
八
条
の
二
」
を
加
え
、
同
表
備
考
第
四
号
中
「
含
む
（
」
の
下
に
「
第
八
条
の
二
第
一

項
第
一
号
の
表
を
除
き
、
」
を
加
え
、
同
表
備
考
第
五
号
を
削
り
、
同
表
備
考
第
六
号
中
「
第
八
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第

八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
備
考
第
五
号
と
し
、
同
表
備
考
第
七
号
中
「
第
八
条
の
二
第
一
項
」
を

「
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
備
考
第
六
号
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
条
の
二
第
三
項
」
を

「
次
条
」
に
、
「
月
額
」
を
「
額
」
に
、
「
年
当
た
り
」
を
「
そ
の
年
当
た
り
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
学
資
支
給
金
の
支
給
等
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

第
一
条
の
二

大
学
、
高
等
専
門
学
校
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る
。
）
又
は
専
修
学
校
に
在
学
す
る
者
（
特
定
通

信
教
育
受
講
者
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
学
資
支
給
金
（
以
下
単
に
「
学
資
支
給

資料１－３



金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
又
は
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
。
以
下
「
支
援

法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
の
減
免
（
次
項
に
お
い
て
「
授
業
料
減
免
」
と
い
う
。
）
を
受

け
る
も
の
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
表
大
学
の
項
下
欄
、
高
等
専
門
学
校
の

項
下
欄
又
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
の
う
ち
最
も
高
い
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額

が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
又
は
当
該
控
除
し
た
額
の
一
万
円
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
未
満
の
同

表
の
下
欄
に
定
め
る
額
の
う
ち
、
貸
与
を
受
け
る
学
生
又
は
生
徒
が
選
択
す
る
額
と
す
る
。

一

当
該
学
生
又
は
生
徒
に
つ
き
第
八
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
額

（
当
該
学
生
又
は
生
徒
が
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
額
を
十
二
で
除
し
た
額
（
そ
の
額

に
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
）

二

当
該
学
生
又
は
生
徒
に
つ
き
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
元
年
政
令
第

号

。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
支
援
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
授
業
料
の
年
額
（
当
該
学
生
又
は
生
徒
が
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
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る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
三
〇
、
〇
〇
〇
円
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
授
業
料
調
整
年
額
」
と
い
う
。
）
（
当
該

学
生
又
は
生
徒
に
係
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
減
免
額
算
定
基
準
額
が
同
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る

額
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
授
業
料
調
整
年
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合

を
乗
じ
た
額
）
を
十
二
で
除
し
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ

た
額
）

２

機
構
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
通
信
教
育
受
講
者
の
う
ち
学
資
支
給
金
の
支
給
又
は
授
業
料
減
免
を
受

け
る
も
の
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
年
当
た
り
の
合
計
額
が
学
資
支
給
金
の
支
給
及

び
授
業
料
減
免
を
受
け
な
い
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
年
当
た
り
の
合
計
額
か
ら
次
に
掲

げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
と
な
る
よ
う
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
つ
き
第
八
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
額

二

一
三
〇
、
〇
〇
〇
円
（
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
係
る
支
援
法
施
行
令
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
減
免
額
算
定
基

準
額
が
同
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
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一
三
〇
、
〇
〇
〇
円
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
）

第
八
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
学
資
支
給
金
の
額
）

第
八
条
の
二

学
資
支
給
金
の
月
額
は
、
学
資
支
給
金
を
受
け
る
者
（
以
下
「
支
給
対
象
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
支
給
額

算
定
基
準
額
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る

額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
す
る
。

一

一
〇
〇
円
未
満

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定

め
る
額

区

分

月

額

大
学

地
方
公
共
団
体
、
国
立
大
学
法
人
又
は
公
立
大
学
法

自
宅
通
学
の
と
き

二
九
、
二
〇
〇
円

人
が
設
置
す
る
大
学

自
宅
外
通
学
の
と
き

六
六
、
七
〇
〇
円

私
立
の
大
学

自
宅
通
学
の
と
き

三
八
、
三
〇
〇
円
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自
宅
外
通
学
の
と
き

七
五
、
八
〇
〇
円

高
等
専
門
学

地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学

自
宅
通
学
の
と
き

一
七
、
五
〇
〇
円

校

校
機
構
又
は
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
高
等
専
門

自
宅
外
通
学
の
と
き

三
四
、
二
〇
〇
円

学
校
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

私
立
の
高
等
専
門
学
校

自
宅
通
学
の
と
き

二
六
、
七
〇
〇
円

自
宅
外
通
学
の
と
き

四
三
、
三
〇
〇
円

専
修
学
校

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学

自
宅
通
学
の
と
き

二
九
、
二
〇
〇
円

法
人
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
修
学

自
宅
外
通
学
の
と
き

六
六
、
七
〇
〇
円

校私
立
の
専
修
学
校

自
宅
通
学
の
と
き

三
八
、
三
〇
〇
円

自
宅
外
通
学
の
と
き

七
五
、
八
〇
〇
円

備
考
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一

「
大
学
」
に
は
、
専
攻
科
（
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
を
除
く
。
）
及
び

別
科
を
含
ま
な
い
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

二

「
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
」
に
は
、
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
を

含
む
。

二

一
〇
〇
円
以
上
二
五
、
六
〇
〇
円
未
満

前
号
に
定
め
る
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
た
額

三

二
五
、
六
〇
〇
円
以
上
五
一
、
三
〇
〇
円
未
満

第
一
号
に
定
め
る
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
た
額

２

支
給
対
象
者
の
う
ち
、
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
が
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十

一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
扶
助
を
受
け
て
い
る
者
又
は
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
お
い
て
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
に
規
定
す
る
里
親
に
委
託

さ
れ
て
い
た
者
若
し
く
は
同
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
同
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
児
童
養
護
施
設
に

入
所
し
て
い
た
者
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
で
あ
っ
て
、
居
住
に
要
す
る
費
用

に
つ
き
学
資
支
給
金
に
よ
る
支
援
の
必
要
性
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
す
る
学
資
支
給
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
対
象
者
に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
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れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に

切
り
上
げ
た
額
）
と
す
る
。

一

一
〇
〇
円
未
満

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額

区

分

月

額

大
学

地
方
公
共
団
体
、
国
立
大
学
法
人
又
は
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
大
学

三
三
、
三
〇
〇
円

私
立
の
大
学

四
二
、
五
〇
〇
円

高
等
専
門
学

地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
又
は
公
立
大
学

二
五
、
八
〇
〇
円

校

法
人
が
設
置
す
る
高
等
専
門
学
校

私
立
の
高
等
専
門
学
校

三
五
、
〇
〇
〇
円

専
修
学
校

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
又
は
地
方
独
立
行

三
三
、
三
〇
〇
円

政
法
人
が
設
置
す
る
専
修
学
校

私
立
の
専
修
学
校

四
二
、
五
〇
〇
円

二

一
〇
〇
円
以
上
二
五
、
六
〇
〇
円
未
満

前
号
に
定
め
る
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
た
額
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三

二
五
、
六
〇
〇
円
以
上
五
一
、
三
〇
〇
円
未
満

第
一
号
に
定
め
る
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
た
額

３

大
学
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
支
給
対
象
者
に
対
す
る
学
資
支
給
金
の
額
に
つ
い
て
は
、

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
対
象
者
に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
一
年

に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

一
〇
〇
円
未
満

五
一
、
〇
〇
〇
円

二

一
〇
〇
円
以
上
二
五
、
六
〇
〇
円
未
満

三
四
、
〇
〇
〇
円

三

二
五
、
六
〇
〇
円
以
上
五
一
、
三
〇
〇
円
未
満

一
七
、
〇
〇
〇
円

４

前
三
項
に
規
定
す
る
「
支
給
額
算
定
基
準
額
」
と
は
、
支
給
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
に
つ
い
て
第
一
号

に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
し
、
そ
の
額
に
百
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
）
（
当
該
支
給
対
象
者
又
は
そ
の
生
計
を
維
持
す
る

者
が
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
又
は
同
法
附
則

第
三
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
場

合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
合
算
し
た
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
支
給
対
象
者
又
は
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
が
学
資
支
給
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金
が
支
給
さ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
（
当
該
月
が
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
月
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
前
年
度
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行

地
に
住
所
を
有
し
な
い
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
本
文
の
規
定
に
よ
り
難
い
場
合
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場

合
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

一

学
資
支
給
金
が
支
給
さ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
に
係
る
同
法
第
三
百
十

四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
、
課
税
退
職
所
得
金
額
及
び
課
税
山
林
所
得
金
額
、
同
法
附
則
第
三

十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
課
税
配
当
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五

項
第
一
号
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
課
税
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
課
税

長
期
譲
渡
所
得
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
課
税
短
期
譲
渡
所
得
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五

条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二
第
五

項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金
額
並
び
に
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す

る
先
物
取
引
に
係
る
課
税
雑
所
得
等
の
金
額
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
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税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
六

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
（
同
法
第
八
条
第
八
項
第
四
号

（
同
法
第
十
二
条
第
七
項
及
び
第
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
及
び
外
国
居
住
者
等

の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項

及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
（
同
法
第
八
条
第

十
一
項
第
四
号
（
同
法
第
十
二
条
第
八
項
及
び
第
十
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
並
び

に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法

律
第
四
十
六
号
）
第
三
条
の
二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
（
同
条
第
十
一
項
第
四
号
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
及

び
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
二
の
二
第

十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
（
同
条
第
十
四
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方
税
法
第
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三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
の
合
計
額
に
百
分
の
六
を
乗
じ
た
額

二

学
資
支
給
金
が
支
給
さ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
六
及
び
附
則
第
三
条
の
三
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
控
除
す
る
額
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項

に
規
定
す
る
指
定
都
市
に
よ
り
当
該
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一

項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
を
課
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
額
に
四
分
の
三
を
乗
じ
た
額
）

５

支
給
対
象
者
が
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四

十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
受
講
給
付
金
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
く
大
学
等
（
大
学
、
高
等
専
門
学

校
又
は
専
修
学
校
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
学
資
に
係
る
給
付
等
で
あ
っ
て
学
資
支
給
金
の
額
を
調
整
す
る

必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
支
給
対
象
者
に
対
す
る
学
資
支

給
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
額
を
限

度
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
額
と
す
る
。

第
八
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
学
資
支
給
金
の
支
給
の
期
間
）
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第
八
条
の
三

機
構
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
支
給
対
象
者
に
対
し
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
月
数
を
限
度

と
し
て
、
学
資
支
給
金
の
支
給
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
者

当
該
支
給
対
象
者
が
そ
の
在
学
す
る
大
学
等
の
正
規
の
修

業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
（
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
又
は
高

等
専
門
学
校
の
専
攻
科
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
が
二
十
四
月
を
超
え
る
場
合
に

は
、
二
十
四
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
月
数
と
し
、
専
修
学
校
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す

る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
が
四
十
八
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
四
十
八
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
文
部
科
学
省
令
で

定
め
る
月
数
と
す
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
学
校
教
育
法
第
百
八
条
第
九
項
、
第
百
二
十
二
条
又

は
第
百
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
編
入
学
し
た
者
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者

当
該
支
給
対
象
者
が
そ
の

在
学
す
る
大
学
等
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
（
当
該
月
数
と
当
該
支
給
対
象
者
が

過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
期
間
の
月
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
過
去
支
給
期
間
月
数
」
と
い
う
。
）

と
を
合
算
し
た
月
数
が
七
十
二
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
七
十
二
月
か
ら
当
該
過
去
支
給
期
間
月
数
を
控
除
し
た
月
数
）
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（
文
部
科
学
省
令
へ
の
委
任
）

第
八
条
の
四

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
学
資
支
給
金
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
一
条
中
「
第
三
項
ま
で
」
を
「
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
又
は
第
三
項
第
三
号
」
を
「
、
第
三

項
第
三
号
又
は
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
章

経
過
措
置

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
手
続
）

第
三
条

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
は
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
附
則
第
六
条
第
四
項
に
規

定
す
る
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
「
国
庫
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
計
算
書
に
、
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
旧
学
資
支
給
金
の
支
給
が
終
了
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
最
終

事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
最
終
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
国
庫
納
付
金
の
計
算

の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
最
終
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
こ
れ
を
文
部
科
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学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
国
庫
納
付
金
の
計
算
書
及
び
添
付
書
類
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

、
当
該
国
庫
納
付
金
の
計
算
書
及
び
添
付
書
類
の
写
し
を
財
務
大
臣
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
期
限
）

第
四
条

国
庫
納
付
金
は
、
最
終
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
七
月
十
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
庫
納
付
金
の
帰
属
す
る
会
計
）

第
五
条

国
庫
納
付
金
は
、
一
般
会
計
に
帰
属
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

２

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
二
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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附
則
第
二
条
第
二
項
中
「
専
修
学
校
（
」
の
下
に
「
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第

号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
」
を
加
え

る
。
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理

由

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
そ
の
他
の

関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
学
資
支
給
基
金
に
係
る
国
庫
納
付
の
手
続
そ
の
他
の
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め

る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。



○
文
部
科
学
省
令
第

号

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
）
及
び
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
令
和
元
年
政
令
第

号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
こ
の
法
律
を
実
施
す
る
た
め
、
大
学
等
に
お
け
る

修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年

月

日

文
部
科
学
大
臣

柴
山

昌
彦

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
）

第
一
条

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定

め
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
及
び
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
は
、
学
位
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
令
第
九
号
）
第
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
専
攻
科
（
以
下
「
認
定
専
攻

科
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

（
大
学
等
の
確
認
要
件
）
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第
二
条

法
第
七
条
第
二
項
第
一
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
と
す
る
。

一

大
学
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
三
条
に
規
定
す
る
大
学
を
除
き
、
短
期
大
学
の
認
定

専
攻
科
を
含
む
。
）
、
高
等
専
門
学
校
（
第
四
学
年
、
第
五
学
年
及
び
認
定
専
攻
科
に
限
る
。
）
及
び
専
門
学
校
（
専
門

課
程
を
置
く
専
修
学
校
を
い
い
、
専
門
課
程
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
（
以
下
「
大
学
等
」
と
い
う
。
）
の
学
部
等
（
学

部
、
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
（
法
第
三
条
に
規
定
す
る
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
の
対
象
者
が
在
学
で
き

な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
実
務
の

経
験
を
有
す
る
教
員
が
担
当
す
る
授
業
科
目
そ
の
他
の
実
践
的
な
教
育
が
行
わ
れ
る
授
業
科
目
（
実
践
的
な
教
育
が
行
わ

れ
る
旨
が
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
授
業
計
画
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
単
位
数
又
は
授
業
時
数
が
別
表

第
一
に
定
め
る
基
準
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

大
学
等
の
設
置
者
（
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
次
条
第
一
号
及
び
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門

学
校
機
構
、
公
立
大
学
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
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す
る
公
立
大
学
法
人
を
い
う
。
次
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
学
校
法
人
等
（
私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
学
校
法
人
及
び
同
法
六
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
法
人
を
い
う
。
次
条
第
二

号
イ
及
び
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
第
四
号
ロ
及
び
第
四
条
第
三
項
に
お
い
て
「
大
学
等
の
設
置
及
び
運
営
を
主
た
る
目

的
と
す
る
法
人
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
の
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
の
う
ち
に
、
そ
の
任
命
又
は
選
任
の
際
現
に
当

該
大
学
等
の
設
置
者
の
役
員
又
は
職
員
で
な
い
者
（
第
三
項
に
お
い
て
「
学
外
者
」
と
い
う
。
）
が
二
人
以
上
含
ま
れ
る

こ
と
。

三

大
学
等
に
お
い
て
、
客
観
性
及
び
厳
格
性
が
確
保
さ
れ
た
学
修
の
成
果
に
係
る
評
価
（
イ
に
お
い
て
「
成
績
評
価
」
と

い
う
。
）
の
適
正
な
管
理
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
実
施
す
る
こ
と
。

イ

毎
年
度
、
授
業
計
画
書
（
授
業
科
目
、
授
業
の
方
法
及
び
内
容
、
年
間
の
授
業
の
計
画
、
成
績
評
価
の
方
法
及
び
基

準
そ
の
他
の
授
業
の
実
施
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
も
の
を
い
う
。
）
を
公
表
す
る
こ
と
。

ロ

大
学
等
が
定
め
る
適
切
な
方
法
に
よ
り
学
修
の
成
果
を
評
価
し
て
単
位
の
授
与
又
は
履
修
の
認
定
を
行
う
こ
と
。

ハ

学
生
等
の
履
修
科
目
に
係
る
成
績
の
平
均
を
数
値
で
表
す
客
観
的
な
指
標
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
以
下
「
Ｇ
Ｐ

Ａ
等
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
算
出
方
法
の
設
定
、
公
表
及
び
適
切
な
運
用
を
行
う
と
と
も
に
、
別
表
第
二
備
考
第
二
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号
に
規
定
す
る
学
部
等
ご
と
に
Ｇ
Ｐ
Ａ
等
の
分
布
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
。

ニ

卒
業
又
は
全
課
程
の
修
了
の
認
定
に
関
す
る
方
針
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
方
針
を
踏
ま
え
卒
業
又
は
全
課
程

の
修
了
の
認
定
を
行
う
こ
と
。

四

次
に
掲
げ
る
も
の
を
公
表
す
る
こ
と
。

イ

大
学
等
の
設
置
者
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
）
が
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
す
べ
き
財
務
諸
表
等

（
当
該
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
財
務
諸
表
等
の
作
成
を
要
し
な
い
と
き
は
、
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
計
算
書
又
は

こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
）

ロ

大
学
等
の
設
置
者
（
大
学
等
の
設
置
及
び
運
営
を
主
た
る
目
的
と
す
る
法
人
に
限
る
。
）
の
役
員
（
監
事
を
除
く
。

）
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
た
名
簿

ハ

学
校
教
育
法
第
百
九
条
第
一
項
（
同
法
第
百
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
点
検
及

び
評
価
の
結
果

ニ

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
百
七
十
二
条
の
二
第
一
項
各
号
（
同
令
第
百
七

十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
情
報
（
専
門
学
校
に
あ
っ
て
は
、
同
令
第
百
八
十
九
条
に
お
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い
て
準
用
す
る
同
令
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
及
び
様
式
第
二
号
の
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
情
報
）

２

前
項
第
一
号
の
実
務
の
経
験
は
、
そ
の
者
の
担
当
す
る
授
業
科
目
に
関
連
す
る
実
務
の
経
験
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

学
外
者
で
あ
る
役
員
が
再
任
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
最
初
の
任
命
又
は
選
任
の
際
現
に
大
学
等
の
設
置
者
の
役
員

又
は
職
員
で
な
か
っ
た
と
き
の
第
一
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
再
任
の
際
現
に
当
該
大
学
等
の
設
置
者

の
役
員
又
は
職
員
で
な
い
者
と
み
な
す
。

４

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
公
表
は
、
刊
行
物
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
広
く
周
知
を
図
る
こ
と
が

で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
条

法
第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
と
す
る
。

一

大
学
等
の
設
置
者
が
国
（
国
立
大
学
法
人
及
び
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
を
含
む
。
）
又
は
地
方
公
共
団
体
（
公
立
大
学
法
人
及
び

地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
い
、
公
立
大
学
法

人
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
。



資料１－４

二

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

イ

大
学
等
の
設
置
者
の
直
前
三
年
の
い
ず
れ
の
事
業
年
度
の
収
支
計
算
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
に
お
い
て
も
、
学

校
法
人
会
計
基
準
（
昭
和
四
十
六
年
文
部
省
令
第
十
八
号
）
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
会
計
年
度
の
経
常
収

支
差
額
（
学
校
法
人
等
以
外
の
大
学
等
の
設
置
者
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
）
が
零
を
下
回
る
こ
と
。

ロ

大
学
等
の
設
置
者
の
直
前
の
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
に
お
い
て
、
⑴
に
掲
げ
る
資
産
の

合
計
額
か
ら
⑵
に
掲
げ
る
負
債
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
学
校
法
人
等
以
外
の
大
学
等
の
設
置
者
に
あ
っ
て
は
、
こ

れ
に
準
ず
る
も
の
）
が
零
を
下
回
る
こ
と
。

⑴

学
校
法
人
会
計
基
準
別
表
第
三
に
規
定
す
る
特
定
資
産
、
そ
の
他
の
固
定
資
産
の
う
ち
有
価
証
券
並
び
に
流
動
資

産
の
う
ち
現
金
預
金
及
び
有
価
証
券
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
運
用
資
産
」
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該
学
校
法
人

等
が
追
加
又
は
細
分
し
た
小
科
目
で
あ
っ
て
運
用
資
産
に
準
ず
る
も
の

⑵

学
校
法
人
会
計
基
準
別
表
第
三
に
規
定
す
る
固
定
負
債
の
う
ち
長
期
借
入
金
、
学
校
債
及
び
長
期
未
払
金
並
び
に

流
動
負
債
の
う
ち
短
期
借
入
金
、
１
年
以
内
償
還
予
定
学
校
債
、
手
形
債
務
及
び
未
払
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
外
部
負
債
」
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該
学
校
法
人
等
が
追
加
又
は
細
分
し
た
小
科
目
で
あ
っ
て
外
部
負
債
に
準
ず
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る
も
の

ハ

直
近
三
年
度
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
大
学
等
（
短
期
大
学
の
認
定
専
攻
科
及
び
高
等
専
門
学
校
の
認
定
専
攻
科
を

除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
収
容
定
員
（
昼
間
又
は
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
学
部
、
学
科
又
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
も
の
が
通
信
教
育
を
併
せ
行
う
場
合
の
当
該
通
信
教
育
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
併
設
通
信
教
育
」

と
い
う
。
）
に
係
る
収
容
定
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
附
則
第
三
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
充
足
率
（
五

月
一
日
現
在
に
お
け
る
収
容
定
員
の
数
に
対
す
る
当
該
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
（
併
設
通
信
教
育
に
係
る
学
生
等

を
除
く
。
）
の
数
の
比
率
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
八
割
未
満
で
あ
る
こ
と
。

（
大
学
等
の
確
認
要
件
の
特
例
）

第
四
条

第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
基
準
に
適
合
し
な
い
学
部
等
が
そ
の
教
育
上
の
目
的
に
照
ら
し
同
号
の
基
準
に
適
合
し
な

い
こ
と
に
つ
い
て
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
学
部
等
は
、
同
号
の
基
準
に
適
合
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２

大
学
等
の
設
置
者
が
国
立
大
学
法
人
法
別
表
第
一
の
第
四
欄
に
定
め
る
理
事
の
員
数
が
三
人
以
下
で
あ
る
国
立
大
学
法
人

で
あ
る
と
き
は
、
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
二
人
以
上
含
ま
れ
る
」
と
あ
る
の
は
、

「
含
ま
れ
る
」
と
す
る
。
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３

大
学
等
の
設
置
者
が
大
学
等
の
設
置
及
び
運
営
を
主
た
る
目
的
と
す
る
法
人
以
外
の
法
人
又
は
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
第

二
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
に
代
え
て
、
当
該
大
学
等
の
教
育
に
つ
い
て
当
該
大
学
等
の
職
員
で
な
い
者
の
意
見
を
反
映
す

る
こ
と
が
で
き
る
組
織
（
当
該
組
織
の
設
置
及
び
運
営
を
定
め
る
規
程
が
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
構
成
員
の

う
ち
に
、
当
該
大
学
等
の
職
員
で
な
い
者
が
二
人
以
上
含
ま
れ
る
こ
と
を
基
準
と
す
る
。

（
確
認
の
申
請
等
）

第
五
条

大
学
等
の
設
置
者
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
確
認
（
以
下
単
に
「
確
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
当
該
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
度
の
五
月
初
日
か
ら
六
月
末
日
ま
で
に
、
同
項
各
号
に
定
め
る
者
（
以
下
「
文
部
科
学

大
臣
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
の
申
請
書
（
以
下
「
確
認
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
大
学
等
が
学
校
教
育
法
第
四
条
第
一
項
又
は
同
法
第
百
三
十
条

第
一
項
の
認
可
（
大
学
等
の
設
置
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
認
可
を
受
け

た
後
遅
滞
な
く
、
確
認
申
請
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
毎
年
六
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
対
し
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、
直
近
の
情
報
を
記
載
し
た
確
認
申
請
書
（
第
七
条
第
二
項
及
び
附
則
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
「
更
新
確
認
申
請
書
」
と

い
う
。
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
確
認
の
公
表
）

第
六
条

法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
等
が
公
表
す
る
事
項
は
、
確
認
大
学
等
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び

に
そ
の
設
置
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
と
す
る
。

（
確
認
の
通
知
等
）

第
七
条

文
部
科
学
大
臣
等
は
、
確
認
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
を
受
け
た
大
学
等
の
設
置
者
に
通

知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
、
又
は
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

更
新
確
認
申
請
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
確
認
に
係
る
確
認
申
請
書
又
は
当
該
更
新
確
認
申
請
書
（
い
ず

れ
も
様
式
第
二
号
の
申
請
書
の
部
分
に
限
る
。
）
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
等
の
届
出
）

第
八
条

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
法
第
九
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
遅
滞
な
く
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、
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
辞
退
す
る
一
年
前
ま
で
に
、
そ
の
旨

を
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
九
条
第
一
項
第
三
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
確
認
大
学
等
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
そ
の
設
置
者

の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
と
す
る
。

（
授
業
料
等
減
免
対
象
者
の
認
定
の
た
め
の
選
考
）

第
九
条

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
以
下
「
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
」
と
い
う
。
）
は
、
授
業

料
等
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
生
等
の
申
請
に
基
づ
き
、
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
次
条
第
一
項
に
規
定

す
る
選
考
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
授
業
料
等
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
生
等
が
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成

十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
（
第
十
三
条
第
二

項
及
び
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
「
機
構
」
と
い
う
。
）
か
ら
学
資
支
給
金
の
支
給
対
象
者
と
し
て
認
定
を
受
け
た
者
で

あ
る
と
き
は
、
当
該
学
生
等
は
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
考
の
結
果
、
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
授
業

料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
を
行
う
べ
き
者
と
み
な
す
。
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３

授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
は
、
授
業
料
等
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
生
等
が
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
又
は

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
、
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

一

日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律

第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
と
し
て
本
邦
に
在
留
す
る
者

二

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
別
表
第
二
の
永
住
者
、
日
本
人
の
配
偶
者
等

又
は
永
住
者
の
配
偶
者
等
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
本
邦
に
在
留
す
る
者

三

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
二
の
定
住
者
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
本
邦
に
在
留
す
る
者
で
あ
っ
て
、
同
表
の

永
住
者
又
は
永
住
者
の
配
偶
者
等
に
準
ず
る
と
そ
の
在
学
す
る
学
校
の
長
が
認
め
た
も
の

第
十
条

授
業
料
等
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
選
考
（
以
下
単
に
「
選
考
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

に
も
該
当
し
な
い
学
生
等
（
以
下
「
選
考
対
象
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

過
去
に
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
（
次
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

二

高
等
学
校
又
は
高
等
専
門
学
校
（
第
一
学
年
か
ら
第
三
学
年
ま
で
に
限
る
。
）
若
し
く
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程
（
次

項
第
一
号
イ
に
お
い
て
「
高
等
学
校
等
」
と
い
う
。
）
を
初
め
て
卒
業
又
は
修
了
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
末
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日
か
ら
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
入
学
（
高
等
専
門
学
校
の
第
四
学
年
へ
の
進
級
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
し
た
日

（
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
日
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
ま
で
の
期
間
が
二
年
を
経
過
し
た
者

イ

第
二
十
条
第
一
号
の
編
入
学
、
同
条
第
二
号
の
入
学
又
は
同
条
第
三
号
の
転
学
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
項
第
一
号

に
お
い
て
「
編
入
学
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た
者
で
あ
っ
て
、
編
入
学
等
の
前
に
在
学
し
て
い
た
確
認
大
学
等
に
在
学

し
な
く
な
っ
た
日
か
ら
当
該
編
入
学
等
を
し
た
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の

編
入
学
等
の
前
に

在
学
し
て
い
た
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た
日

ロ

確
認
を
受
け
た
短
期
大
学
の
認
定
専
攻
科
又
は
高
等
専
門
学
校
の
認
定
専
攻
科
に
入
学
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
入

学
前
に
在
学
し
て
い
た
確
認
大
学
等
に
在
学
し
な
く
な
っ
た
日
か
ら
当
該
確
認
を
受
け
た
短
期
大
学
の
認
定
専
攻
科
又

は
高
等
専
門
学
校
の
認
定
専
攻
科
に
入
学
し
た
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の

確
認
を
受
け
た
短

期
大
学
の
認
定
専
攻
科
又
は
高
等
専
門
学
校
の
認
定
専
攻
科
へ
の
入
学
前
に
在
学
し
て
い
た
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た

日

三

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
者
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
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年
度
の
末
日
か
ら
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た
日
ま
で
の
期
間
が
二
年
を
経
過
し
た
者

四

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
文
部
科
学
省
令
第
二
十
三
号
。
以
下
「
機
構
省
令

」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
認
定
試
験
受
験
資
格
取
得
年
度
の
初
日
か
ら
機
構
省
令
第

二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
認
定
試
験
合
格
者
（
次
号
に
お
い
て
単
に
「
認
定
試
験
合
格
者
」
と
い
う
。
）
と

な
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
が
五
年
を
経
過
し
た
者
（
機
構
省
令
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に

規
定
す
る
機
構
確
認
者
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
単
に
「
機
構
確
認
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

五

認
定
試
験
合
格
者
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
末
日
か
ら
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た
日
ま

で
の
期
間
が
二
年
を
経
過
し
た
者

六

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
六
号
又
は
同
令
第
百
八
十
三
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
高
等
学
校

に
在
学
し
な
く
な
っ
た
日
の
翌
年
度
の
末
日
か
ら
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た
日
ま
で
の
期
間
が
二
年
を
経

過
し
た
も
の

七

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
七
号
又
は
同
令
第
百
八
十
三
条
第
三
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
在
学

す
る
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た
日
が
二
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
末
日
よ
り
後
の
日
で
あ
る
も
の
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八

確
認
大
学
等
に
お
け
る
学
業
成
績
が
別
表
第
二
の
上
欄
に
定
め
る
廃
止
の
区
分
に
該
当
す
る
者

九

二
以
上
の
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
に
あ
っ
て
は
、
他
の
確
認
大
学
等
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
の
申
請
を
行

っ
て
い
る
者

２

選
考
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
及
び
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

選
考
対
象
者
の
う
ち
選
考
時
に
お
い
て
確
認
大
学
等
へ
の
入
学
後
一
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い

ず
れ
か
の
基
準
（
認
定
試
験
合
格
者
の
う
ち
機
構
確
認
者
に
あ
っ
て
は
、
ロ
の
基
準
）
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す

る
方
法
に
よ
り
、
特
に
優
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

イ

高
等
学
校
等
に
お
け
る
各
教
科
に
属
す
る
科
目
の
学
習
の
状
況
が
お
お
む
ね
十
分
満
足
で
き
る
も
の
と
総
括
的
に
評

価
さ
れ
る
こ
と
、
当
該
確
認
大
学
等
の
入
学
者
を
選
抜
す
る
た
め
の
試
験
の
成
績
が
当
該
試
験
を
経
て
入
学
し
た
者
の

上
位
二
分
の
一
の
範
囲
に
属
す
る
こ
と
又
は
認
定
試
験
合
格
者
で
あ
る
こ
と
。

ロ

将
来
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
目
標
を
も
っ
て
、
当
該
確
認
大
学
等
に
お
け
る
学
修
意
欲
を
有
す
る
こ
と

が
文
書
、
面
談
等
に
よ
り
確
認
で
き
る
こ
と
。

二

選
考
対
象
者
の
う
ち
前
号
に
該
当
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
基
準
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
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る
方
法
に
よ
り
、
特
に
優
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

イ

Ｇ
Ｐ
Ａ
等
が
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
学
部
等
（
別
表
第
二
備
考
第
二
号
に
規
定
す
る
学
部
等
を
い
う
。
）
に

お
け
る
上
位
二
分
の
一
の
範
囲
に
属
す
る
こ
と
。

ロ

そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
数
が
標
準
単
位
数
（
別
表
第
二
備
考
第
一
号
に
規
定
す
る
標

準
単
位
数
を
い
う
。
）
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
将
来
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
目
標
を
も
っ
て
、
当
該
確
認

大
学
等
に
お
け
る
学
修
意
欲
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
文
書
、
面
談
等
に
よ
り
確
認
で
き
る
こ
と
。

三

選
考
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
（
以
下
「
生
計
維
持
者
」
と
い
う
。
）
の
収
入
及
び
資
産
の
状
況
に
つ
い

て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
極
め
て
修
学
に

困
難
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

イ

減
免
額
算
定
基
準
額
（
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
減
免
額
算
定
基
準
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

五
万
一
千
三
百
円
未
満

ロ

選
考
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
が
有
す
る
資
産
（
現
金
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
、
預
貯
金
並
び
に
有
価
証
券

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
合
計
額

二
千
万
円
未
満
（
生
計
維
持
者
が
一
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
千
二
百
五
十
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万
円
未
満
）

３

前
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
選
考
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
確
認
大

学
等
に
お
け
る
学
業
成
績
が
別
表
第
二
に
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
判
定
の
結
果
、
当
該
学
業
成
績
が
別
表
第
二
の
上
欄
に
定
め
る
廃
止
の
区
分
に
該
当
し
な
い

と
き
は
、
特
に
優
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
す
る
。

一

第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
者

編
入
学
等
の
前
に
在
学
し
て
い
た
確
認
大
学
等

二

第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
者

確
認
を
受
け
た
短
期
大
学
の
認
定
専
攻
科
又
は
高
等
専
門
学
校
の
認
定
専
攻
科
へ
の

入
学
前
に
在
学
し
て
い
た
確
認
大
学
等

４

生
計
維
持
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

選
考
対
象
者
に
父
母
が
い
る
場
合

当
該
父
母

二

選
考
対
象
者
に
父
母
が
い
な
い
場
合
又
は
選
考
対
象
者
が
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合

当
該
選
考
対
象
者
（
当
該
選

考
対
象
者
が
主
と
し
て
他
の
者
の
収
入
に
よ
り
生
計
を
維
持
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
他
の
者
）

イ

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
号
。
ロ
に
お
い
て
「
機
構
法
施
行
令
」
と
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い
う
。
）
第
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
た
者

ロ

機
構
法
施
行
令
第
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
養
護
施
設
に
入
所
し
て
い
た
者

ハ

機
構
省
令
第
三
十
九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

（
認
定
の
申
請
等
）

第
十
一
条

授
業
料
等
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
生
等
は
、
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
定
め
る
日
ま
で
に
、
申
請
書
（

次
項
に
お
い
て
「
減
免
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
当
該
確
認
大
学
等
（
そ
の
者
が
同
時
に
二
以
上
の
確
認
大
学
等
に
在
学
す

る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
確
認
大
学
等
）
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
減
免
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
減
免
申
請
書
を
提
出
し

た
学
生
等
に
係
る
選
考
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
選
考
の
結
果
、
選
考
対
象
者
が
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
を
行
う
べ
き
者
で
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対
し
、

そ
の
旨
並
び
に
減
免
額
算
定
基
準
額
の
区
分
（
施
行
令
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
を
い
う
。
）
及
び
授
業
料
等
減

免
の
額
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
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４

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
授
業
料
等
減
免
の
額
が
当
該
確
認
大
学
等
の
定
め
る
授
業
料
等
（
授
業
料
及
び
入
学
金
を
い
う

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
未
満
と
な
る
場
合
は
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
当
該
確
認
大
学
等
に
納
付
す
べ

き
授
業
料
等
の
額
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
選
考
の
結
果
、
選
考
対
象
者
が
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
を
行
う
べ
き
者
で
な

い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
選
考
対
象
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

６

授
業
料
等
減
免
対
象
者
は
、
在
学
中
に
継
続
し
て
授
業
料
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学

等
の
定
め
る
日
ま
で
に
、
授
業
料
減
免
に
係
る
継
続
願
（
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
及
び
同
条
第
二
項
第
五
号
に
お
い
て
「

減
免
継
続
願
」
と
い
う
。
）
を
当
該
確
認
大
学
等
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
授
業
料
等
減
免
対
象
者
の
学
業
成
績
の
判
定
）

第
十
二
条

確
認
大
学
等
は
、
学
年
（
短
期
大
学
（
修
業
年
限
が
二
年
の
も
の
に
限
り
、
認
定
専
攻
科
を
含
む
。
）
、
高
等
専

門
学
校
（
認
定
専
攻
科
を
含
む
。
）
及
び
専
門
学
校
（
修
業
年
限
が
二
年
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
（
第
十
六
条
第
二
号
に

お
い
て
「
短
期
大
学
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
学
年
の
半
期
）
ご
と
に
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
の
学
業
成
績
が
別

表
第
二
に
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
（
以
下
「
適
格
認
定
に
お
け
る
学
業
成
績
の
判
定
」
と
い
う
。
）
を
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行
う
も
の
と
す
る
。

（
授
業
料
等
減
免
対
象
者
等
の
収
入
額
及
び
資
産
額
等
の
判
定
等
）

第
十
三
条

確
認
大
学
等
は
、
毎
年
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
に
係
る
直
近
の
減
免
額
算
定
基
準
額
及

び
資
産
の
合
計
額
が
そ
れ
ぞ
れ
第
十
条
第
二
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
額
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
並
び
に
当
該

減
免
額
算
定
基
準
額
に
応
じ
た
授
業
料
減
免
の
額
の
判
定
（
以
下
「
適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
判
定
」
と

い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
機
構
省
令
第
二
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資

産
額
等
の
判
定
を
行
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
確
認
大
学
等
が
適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資
産

額
等
の
判
定
を
行
っ
た
者
と
み
な
す
。

３

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対
し
、
適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
判
定
の
結
果

を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
授
業
料
減
免
の
額
の
変
更
）

第
十
四
条

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
判
定
の
結
果
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
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の
授
業
料
減
免
の
額
を
変
更
す
べ
き
と
き
は
、
毎
年
十
月
に
当
該
授
業
料
減
免
の
額
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
認
定
の
取
消
し
等
）

第
十
五
条

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
授
業
料
等

減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

一

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
授
業
料
等
減
免
を
受
け
た
と
き
。

二

適
格
認
定
に
お
け
る
学
業
成
績
の
判
定
の
結
果
、
学
業
成
績
が
別
表
第
二
の
上
欄
に
定
め
る
廃
止
の
区
分
に
該
当
す
る

と
き
。

三

確
認
大
学
等
か
ら
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
学
又
は
停
学
（
期
間
の
定
め
の
な
い
も

の
又
は
三
月
以
上
の
期
間
の
も
の
に
限
る
。
）
の
処
分
を
受
け
た
と
き
。

２

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の

者
及
び
機
構
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

確
認
大
学
等
は
、
適
格
認
定
に
お
け
る
学
業
成
績
の
判
定
の
結
果
、
当
該
学
業
成
績
が
別
表
第
二
の
上
欄
に
定
め
る
警
告

の
区
分
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対
し
、
学
業
成
績
が
不
振
で
あ
る
旨
の
警
告
を
行
う
も
の
と
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す
る
。

第
十
六
条

授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
当
該
授
業

料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
の
効
力
が
当
該
各

号
に
定
め
る
日
に
遡
っ
て
失
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
と
き

当
該
各
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
の
属
す
る
学
年
の
初
日

二

前
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
学
業
成
績
が
著
し
く
不
良
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当

該
学
業
成
績
が
著
し
く
不
良
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
災
害
、
傷
病
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な

い
と
き

当
該
学
業
成
績
に
係
る
学
年
の
初
日
（
短
期
大
学
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
学
業
成
績
に
係
る
学
年
の
半
期
の
初

日
）

第
十
七
条

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
第
十
五
条
第
一
項
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定

を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
対
し
、
当
該
取
消
し
の

年
月
日
並
び
に
当
該
取
り
消
さ
れ
た
者
の
人
数
及
び
授
業
料
等
減
免
の
額
の
合
計
額
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
の
効
力
の
停
止
等
）
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第
十
八
条

授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
の
効
力

が
停
止
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

一

確
認
大
学
等
か
ら
休
学
を
認
め
ら
れ
た
と
き
。

二

確
認
大
学
等
か
ら
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
停
学
（
三
月
未
満
の
期
間
の
も
の
に
限
る

。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
訓
告
の
処
分
を
受
け
た
と
き
。

三

適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
判
定
の
結
果
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
に
係
る
直

近
の
減
免
額
算
定
基
準
額
又
は
資
産
の
合
計
額
が
そ
れ
ぞ
れ
第
十
条
第
二
項
第
三
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額
に
該
当
し
な

く
な
っ
た
と
き
。

四

第
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
確
認
大
学
等
の
定
め
る
日
ま
で
に
減
免
継
続
願
を
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
提
出

し
な
い
と
き
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の
認
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
た
授
業
料
等
減
免
対
象
者
で
あ
っ
て
次

の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
の

認
定
の
効
力
の
停
止
が
解
除
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
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一

前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者

確
認
大
学
等
か
ら
復
学
を
認
め
ら
れ
た
と
き
。

二

前
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
停
学
の
処
分
を
受
け
た
も
の

当
該
停
学
の
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
当
該
停
学
の

期
間
（
当
該
停
学
の
期
間
が
一
月
未
満
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
月
）
を
経
過
し
た
と
き
。

三

前
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
訓
告
の
処
分
を
受
け
た
も
の

当
該
訓
告
の
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
一
月
を
経
過

し
た
と
き
。

四

前
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者

適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
判
定
の
結
果
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
及

び
そ
の
生
計
維
持
者
に
係
る
直
近
の
減
免
額
算
定
基
準
額
及
び
資
産
の
合
計
額
が
そ
れ
ぞ
れ
第
十
条
第
二
項
第
三
号
イ
及

び
ロ
に
定
め
る
額
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

五

前
項
第
四
号
に
該
当
す
る
者

減
免
継
続
願
を
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
提
出
し
た
と
き
。

（
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
係
る
減
免
額
算
定
基
準
額
の
算
定
）

第
十
九
条

施
行
令
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
選
考
対
象
者
若
し
く
は
授
業
料
等
減
免

対
象
者
又
は
そ
の
生
計
維
持
者
が
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
地
方
税
法
（

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
場
合
と
し
、
同
項
た
だ
し
書
の
文
部
科
学
省
令
で
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定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を

下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
零
と
し
、
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
（
同

項
本
文
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
準
ず
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
零
）
と
す
る
。

一

施
行
令
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
合
計
額
に
百
分
の
六
を
乗
じ
た
額
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
適
切
と
認
め
ら

れ
る
も
の

二

施
行
令
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
控
除
す
る
額
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の

（
施
行
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
）

第
二
十
条

施
行
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
は
、
過
去
に
授
業
料
等
減
免
を
受
け
た
こ
と
が
あ

る
者
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

学
校
教
育
法
第
百
八
条
第
九
項
、
第
百
二
十
二
条
又
は
第
百
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
編
入
学
し
た
者

二

確
認
大
学
等
（
確
認
を
受
け
た
専
門
学
校
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
在
学
し
た
者
（
確
認
大
学
等

を
卒
業
又
は
修
了
し
た
者
を
除
く
。
）
で
引
き
続
い
て
確
認
を
受
け
た
専
門
学
校
（
修
業
年
限
が
一
年
の
も
の
を
除
く
。
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）
の
第
二
学
年
以
上
に
入
学
し
た
者

三

確
認
大
学
等
の
相
互
の
間
（
学
校
の
種
類
が
同
一
の
も
の
の
間
に
限
る
。
）
で
転
学
し
た
者

四

同
一
の
確
認
大
学
等
に
お
い
て
、
学
部
等
の
相
互
の
間
で
転
籍
し
た
者

五

短
期
大
学
の
認
定
専
攻
科
又
は
高
等
専
門
学
校
の
認
定
専
攻
科
に
入
学
し
た
者

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
施
行
前
の
準
備
）

第
二
条

こ
の
省
令
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
確
認
の
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

（
令
和
元
年
度
に
お
け
る
確
認
要
件
の
特
例
等
）

第
三
条

令
和
元
年
度
に
お
け
る
確
認
申
請
書
の
提
出
の
時
に
お
い
て
、
第
二
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
四
条
第
三
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
大
学
等
が
令
和
二
年
四
月
一
日
ま
で
に
当
該
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
確
実
に
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
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る
と
き
は
、
当
該
大
学
等
は
、
当
該
基
準
に
適
合
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２

令
和
元
年
度
に
お
け
る
確
認
申
請
書
の
提
出
の
時
に
お
い
て
、
第
二
条
第
一
項
第
四
号
ニ
に
規
定
す
る
評
価
の
結
果
を
公

表
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
同
号
の
基
準
に
適
合
し
な
い
専
門
学
校
が
令
和
二
年
度
に
お
け
る
更
新
確
認
申
請
書
の
提
出
の

時
ま
で
に
当
該
評
価
の
結
果
の
公
表
を
確
実
に
実
施
す
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
専
門
学
校
は
、
当
該

基
準
に
適
合
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３

専
門
学
校
（
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
確
認
に
当
た
っ

て
は
、
令
和
五
年
度
ま
で
の
間
、
第
三
条
第
二
号
ハ
の
基
準
に
代
え
て
、
直
近
の
三
年
度
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
専
門
学

校
の
収
容
定
員
の
充
足
率
が
次
に
掲
げ
る
年
度
ご
と
に
当
該
各
号
で
定
め
る
割
合
未
満
で
あ
る
こ
と
を
基
準
と
す
る
。

一

平
成
二
十
九
年
度
か
ら
令
和
二
年
度
ま
で

六
割
未
満

二

令
和
三
年
度

七
割
未
満

三

令
和
四
年
度
及
び
令
和
五
年
度

八
割
未
満

４

令
和
元
年
度
に
お
い
て
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
大
学
等
の
設
置
者
に
係
る
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
「
五
月
初
日
か
ら
六
月
末
日
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
文
部
科
学
大
臣
等
が
定
め
る
日
ま
で
に
」
と
す
る
。
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別
表
第
一

実
務
の
経
験
を
有
す
る
教
員
が
担
当
す
る
授
業
科
目
等
に
係
る
単
位
数
又
は
授
業
時
数
の
基
準
数
（
第
二
条
関
係

）区
分

基
準
数

大
学

学
部
等
（
次
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

一
三
単
位

医
学
、
歯
学
、
薬
学
（
臨
床
に
係
る
実
践
的
な
能
力
を
培
う
こ
と
を
主
た
る
目

一
九
単
位

的
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
獣
医
学
関
係
の
学
部
等

短
期
大
学

学
科

修
業
年
限

七
単
位

二
年

修
業
年
限

一
〇
単
位

三
年

認
定
専
攻
科

修
業
年
限

四
単
位

一
年

修
業
年
限

七
単
位
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二
年

高
等
専
門
学
校

学
科
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る
。
）

七
単
位

認
定
専
攻
科

七
単
位

専
門
学
校

昼
間
学
科
（
次
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

八
○
単
位
時
間
に
修

業
年
限
の
年
数
を
乗

じ
た
単
位
時
間
数

単
位
制
に
よ
る
昼
間
学
科

三
単
位
に
修
業
年
限

の
年
数
を
乗
じ
た
単

位
数

夜
間
等
学
科
（
次
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

修
業
年
限

八
○
単
位
時
間

一
年

修
業
年
限

四
五
単
位
時
間
に
修

二
年
以
上

業
年
限
の
年
数
を
乗
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じ
た
単
位
時
間
数

単
位
制
に
よ
る
夜
間
等
学
科
及
び
通
信
制
の
学
科

修
業
年
限

三
単
位

一
年

修
業
年
限

四
単
位

二
年

修
業
年
限

六
単
位

三
年

修
業
年
限

七
単
位

四
年

修
業
年
限

九
単
位

五
年

別
表
第
二

適
格
認
定
に
お
け
る
学
業
成
績
の
基
準
（
第
十
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
五
条
関
係
）
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区
分

学
業
成
績
の
基
準

廃
止

一

修
業
年
限
で
卒
業
又
は
修
了
で
き
な
い
こ
と
が
確
定
し
た
こ
と
。

二

修
得
し
た
単
位
数
（
単
位
制
に
よ
ら
な
い
専
門
学
校
に
あ
っ
て
は
、
履
修
科
目
の
単
位
時
間
数
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
数
が
標
準
単
位
数
の
五
割
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三

履
修
科
目
の
授
業
へ
の
出
席
率
が
五
割
以
下
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
学
修
意
欲
が
著
し
く
低
い
状
況
に
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

四

次
項
に
定
め
る
警
告
の
区
分
に
該
当
す
る
学
業
成
績
に
連
続
し
て
該
当
す
る
こ
と
。

警
告

一

修
得
し
た
単
位
数
の
合
計
数
が
標
準
単
位
数
の
六
割
以
下
で
あ
る
こ
と
。
（
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二

Ｇ
Ｐ
Ａ
等
が
学
部
等
に
お
け
る
下
位
四
分
の
一
の
範
囲
に
属
す
る
こ
と
。

三

履
修
科
目
の
授
業
へ
の
出
席
率
が
八
割
以
下
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
学
修
意
欲
が
低
い
状
況
に
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
。
（
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

備
考
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一

こ
の
表
に
お
け
る
「
標
準
単
位
数
」
と
は
、
卒
業
又
は
修
了
の
要
件
と
し
て
確
認
大
学
等
が
定
め
る
単
位
数
（

単
位
制
に
よ
ら
な
い
専
門
学
校
に
あ
っ
て
は
、
単
位
時
間
数
）
を
修
業
年
限
の
年
数
で
除
し
た
数
に
、
授
業
料
等

減
免
対
象
者
の
在
学
年
数
（
そ
の
期
間
に
休
学
期
間
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
休
学
期
間
（
当
該
休
学
期
間
が

一
年
未
満
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
月
数
（
一
月
未
満
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
月
）
を
十
二
で
除
し
た
数
と

す
る
。
）
を
控
除
す
る
。
）
を
乗
じ
た
単
位
数
（
一
単
位
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
を
一

単
位
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
い
う
。

二

こ
の
表
に
お
け
る
「
学
部
等
」
と
は
、
学
部
、
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
学
生
等
の
学
業

成
績
を
Ｇ
Ｐ
Ａ
等
を
用
い
て
相
対
的
に
比
較
す
る
こ
と
が
公
平
か
つ
適
正
で
あ
る
と
確
認
大
学
等
が
認
め
る
組
織

等
を
い
う
。

三

授
業
料
等
減
免
対
象
者
の
学
修
意
欲
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
履
修
科
目
の
授
業
へ
の
出
席
率
、
授
業
時
間
外
の

学
修
の
状
況
、
授
業
に
お
い
て
作
成
を
求
め
ら
れ
る
論
文
、
報
告
書
等
の
提
出
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
確
認
大
学

等
が
判
定
す
る
も
の
と
す
る
。



 

 

様式第１号 

  年  月  日 

 

      殿 

 
〔設置者の名称〕      

 
〔代表者の役職〕    〔代表者の氏名〕        

 

 

大学等における修学の支援に関する法律第７条第１項の確認に係る申請書 

 

○申請者に関する情報 

大学等の名称  
大学等の種類 
（いずれかに○を付すこと） 

（大学・短期大学・高等専門学校・専門学校） 

大学等の所在地  

学長又は校長の氏名  

設置者の名称  

設置者の主たる事務所の所在地  

設置者の代表者の氏名  
申請書を公表する予定のホーム

ページアドレス  

 
 大学等における修学の支援に関する法律（以下「大学等修学支援法」という。）

第７条第１項の確認を申請します。 
 
※ 以下の事項を必ず確認の上、すべての□にレ点（☑）を付けて下さい。  
□ この申請書（添付書類を含む。）の記載内容は、事実に相違ありません。 
 
 
□ 確認を受けた大学等は、大学等修学支援法に基づき、基準を満たす学生等を

減免対象者として認定し、その授業料及び入学金を減免する義務があること

を承知しています。 
 
□ 大学等が確認を取り消されたり、確認を辞退した場合も、減免対象者が卒業

するまでの間、その授業料等を減免する義務があることを承知しています。 
 
□ この申請書に虚偽の記載をするなど、不正な行為をした場合には、確認を取

り消されたり、交付された減免費用の返還を命じられる場合があるとともに、

減免対象者が卒業するまでの間、自らが費用を負担して、その授業料等を減免

する義務があることを承知しています。 
 
□ 申請する大学等及びその設置者は、大学等修学支援法第７条第２項第３号

及び第４号に該当します。 

  



  

 

○各様式の担当者名と連絡先一覧 
様式番号 所属部署・担当者名 電話番号 電子メールアドレス 

第１号    

第２号の１    

第２号の２    

第２号の３    

第２号の４    

 

 

○添付書類 
 
※ 以下の事項を必ず確認し、必要な書類の□にレ点（☑）を付けた上で、これ

らの書類を添付してください。（設置者の法人類型ごとに添付する資料が異な

ることに注意してください。） 

 

「⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置」関係 
 
□ 実務経験のある教員等による授業科目の一覧表《省令で定める単位数等の

基準数相当分》 
 
□ 実務経験のある教員等による授業科目の授業計画書（シラバス）《省令で定

める単位数等の基準数相当分》 
 

「⑵-①学外者である理事の複数配置」関係 
 
□ 《一部の設置者のみ》大学等の設置者の理事（役員）名簿 
 

「⑵-②外部の意見を反映することができる組織への外部人材の複数配置」関係  
□ 《一部の設置者のみ》大学等の教育について外部人材の意見を反映すること

ができる組織に関する規程とその構成員の名簿 

 

「⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表」関係 
 
□ 客観的な指標に基づく成績の分布状況を示す資料 
 
□ 実務経験のある教員等による授業科目の授業計画書（シラバス）【再掲】 
 

その他 
 
□ 《私立学校のみ》経営要件を満たすことを示す資料 
 
□ 確認申請を行う年度において設置している学部等の一覧 



 

備考 この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とする。 

（添付書類）経営要件を満たすことを示す資料 
学校名  
設置者名  

 

 

Ⅰ 直前３年度の決算の事業活動収支計算書における「経常収支差額」の状況 
 経常収入(A) 経常支出(B) 差額(A)-(B) 

申請前年度の決算 円 円 円 

申請２年度前の決算 円 円 円 

申請３年度前の決算 円 円 円 

 

 

Ⅱ 直前の決算の貸借対照表における「運用資産－外部負債」の状況 
 運用資産(C) 外部負債(D) 差額(C)-(D) 

申請前年度の決算 円 円 円 

 

 

Ⅲ 申請校の直近３年度の収容定員充足率の状況 
 収容定員(E) 在学生等の数(F) 収容定員充足率

(F)/(E) 

今年度（申請年度） 人 人 ％ 

前年度 人 人 ％ 

前々年度 人 人 ％ 

 

 

（Ⅱの補足資料）「運用資産」又は「外部負債」として計上した勘定科目一覧 
 

○「運用資産」に計上した勘定科目 

勘定科目の

名称 

資産の内容 申請前年度の決算に

おける金額 

  円 

  円 

  円 

 

○「外部負債」に計上した勘定科目 

勘定科目の

名称 

負債の内容 申請前年度の決算に

おける金額 

  円 

  円 

  円 

 

 



  

 
 

様式第２号の１－①【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の１

－②を用いること。 
 

学校名  
設置者名  

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配

置

困

難 
全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

 

 
夜 ・

通信 

 

 

    

 
夜 ・

通信 
    

 

 
夜 ・

通信 
 

  
 

 
 

 
夜 ・

通信 
    

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 

学部等名 

（困難である理由） 

 



  

 
 

様式第２号の１－②【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の１

－①を用いること。 
 

学校名  
設置者名  

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

課程名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のあ

る教員等によ

る授業科目の

単位数又は授

業時数 

省令で定める

基準単位数又

は授業時数 

配

置

困

難 

 

 
夜 ・

通信 
   

 
夜 ・

通信 
   

 

 
夜 ・

通信 
 

 

 
 

 
夜 ・

通信 
   

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学科 

学科名 

（困難である理由） 

 

  



  

 
 

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名  
設置者名  

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

    

    

（備考） 

 

  



  

 
 

様式第２号の２－②【⑵-②外部の意見を反映することができる組織への外部人

材の複数配置】 
 
※ 様式第 2号の２－①に掲げる法人以外の設置者（公益財団法人、公益社団法人、医療法

人、社会福祉法人、独立行政法人、個人等）は、この様式を用いること。 
 

学校名  

設置者名  

 

 

１．大学等の教育について外部人材の意見を反映することができる組織 

名称  

役割 

 

 

 

 

 

 

 

２．外部人材である構成員の一覧表 
前職又は現職 任期 備考（学校と関連する経歴等） 

   

   

（備考） 

  



  

 
 

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名  

設置者名  

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画(シラバス)を作成し、公表して

いること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

 

授業計画書の公表方法  

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

 



  

 
 

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
 

 

  



  

 
 

様式第２号の４－①【⑷財務・経営情報の公表(大学・短期大学・高等専門学校)】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の４

－②を用いること。 
学校名  

設置者名  

 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表  

収支計算書又は損益計算書  

財産目録  

事業報告書  

監事による監査報告（書）  
 

 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

中長期計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 

公表方法： 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 

公表方法： 

 

  



  

 
 

（３）学校教育法施行規則第 172 条の２第 1項に掲げる情報の概要 

 

①教育研究上の目的、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関す

る方針、入学者の受入れに関する方針の概要 
学部等名  

教育研究上の目的（公表方法：                       ） 

（概要） 

卒業の認定に関する方針（公表方法：                     ） 

（概要） 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法：              ） 

（概要） 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：                  ） 

（概要） 

 

 

②教育研究上の基本組織に関すること 

公表方法： 

 

  



  

 
 

③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

a.教員数（本務者） 

学部等の組織の名称 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

－ 人 － 人

 － 人 人 人 人 人 人

 － 人 人 人 人 人 人

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

人 人 人

各教員の有する学位及び業績 

（教員データベース等） 
公表方法： 

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項） 

 

 

 

 

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに

進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

 人 人 ％ 人 人 ％ 人 人

 人 人 ％ 人 人 ％ 人 人

合計 人 人 ％ 人 人 ％ 人 人

（備考） 

 

 

b.卒業者数、進学者数、就職者数 

学部等名 

 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 
人

（100％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

 
人

（100％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

合計 
人

（100％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

（備考） 

 

  



  

 
 

 

c.修業年限期間内に卒業する学生の割合、留年者数、中途退学者数（任意記載事項） 

学部等名 
入学者数 

修業年限期間内 

卒業者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

 
人

（100％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

 
人

（100％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

合計 
人

（100％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

（備考） 

 

 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 
（概要） 

 

 

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 
（概要） 

学部名 学科名 
卒業に必要となる 

単位数 

ＧＰＡ制度の採用 

（任意記載事項） 

履修単位の登録上限 

（任意記載事項） 

 
 単位 有・無 単位

 単位 有・無 単位

 
 単位 有・無 単位

 単位 有・無 単位

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 公表方法： 

学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項）
公表方法： 

 

 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

公表方法： 

 

  



  

 
 

 

⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること 

学部名 学科名 
授業料 

（年間） 
入学金 その他 備考（任意記載事項） 

 
 円 円 円 

 円 円 円 

 
 円 円 円 

 円 円 円 

 

 

⑨大学等が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 
a.学生の修学に係る支援に関する取組 

（概要） 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

 

 

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 

公表方法： 

 

  



  

 
 

様式第２号の４－②【⑷財務・経営情報の公表（専門学校）】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の４

－①を用いること。 
学校名  

設置者名  

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表  

収支計算書又は損益計算書  

財産目録  

事業報告書  

監事による監査報告（書）  
 

２．教育活動に係る情報 

①学科等の情報 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

     

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

年 

 

 

単位時間／単位 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

人 人 人 人 人 人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

学修支援等 

（概要） 



  

 
 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 人 

（100％） 

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

（主な就職、業界等） 

（就職指導内容） 

 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  人 人 ％ 

（中途退学の主な理由） 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

 

  



  

 
 

②学校単位の情報 

ａ）「生徒納付金」等 

学科名 入学金 
授業料 

（年間） 
その他 備考（任意記載事項） 

   円 円 円 

   円 円 円 

   円 円 円 

   円 円 円 

修学支援（任意記載事項） 

 

 

 

ｂ）学校評価 
自己評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

 

学校関係者評価の委員 

所属 任期 種別 

   

   

   

   

学校関係者評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

 

 

第三者による学校評価（任意記載事項） 

 

 

ｃ）当該学校に係る情報 
（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

備考 この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とする。 
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令
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。
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独
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政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
文
部
科
学
省
令
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二
十
三
号
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の
一
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を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
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は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動

資料１－５



し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

資料１－５
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正

後

改
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の
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選
考
）
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認
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た
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選
考
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よ
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よ
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資
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又
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受
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よ
う
と
す
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き
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が
次
条
第
一
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、
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考
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
選
考
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
認
定
は
、
学
資
の
貸
与
又
は
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
日
本
国
籍
を

［
項
を
加
え
る
。
］

有
す
る
者
又
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
、
行
っ
て
は
な

ら
な
い
。

一

日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管

理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
と

し
て
本
邦
に
在
留
す
る
者

二

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
別
表

第
二
の
永
住
者
、
日
本
人
の
配
偶
者
等
又
は
永
住
者
の
配
偶
者
等
の
在
留
資
格
を

も
っ
て
本
邦
に
在
留
す
る
者

三

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
二
の
定
住
者
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
本

邦
に
在
留
す
る
者
で
あ
っ
て
、
同
表
の
永
住
者
又
は
永
住
者
の
配
偶
者
等
に
準
ず

る
と
そ
の
在
学
す
る
学
校
又
は
機
構
の
長
が
認
め
た
も
の

３

第
二
十
三
条
の
三
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
申
請
に
関
し
必
要
な
事
項

［
項
を
加
え
る
。
］

は
、
機
構
が
定
め
る
。

（
選
考
の
基
準
及
び
方
法
）

（
選
考
の
基
準
及
び
方
法
）

第
二
十
一
条

第
一
種
学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
選
考
は
、

第
二
十
一
条

第
一
種
学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受
け
る
者
に
係
る
選
考
は
、
次
の
各
号

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
［
略
］

一
［
略
］

二

大
学
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
学
校
（
以
下
「
外
国
の
大
学
」
と
い
う
。
）

二

大
学
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
学
校
（
以
下
「
外
国
の
大
学
」
と
い
う
。
）

を
除
く
。
次
項
第
一
号
、
次
条
第
二
項
及
び
第
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
を
除

を
除
く
。
次
項
第
一
号
、
次
条
第
二
項
及
び
第
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
を
除

き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
専
修
学
校
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
学
校
を
除
く
。

き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
専
修
学
校
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
学
校
を
除
く
。

以
下
同
じ
。
）
の
専
門
課
程
に
入
学
し
た
と
き
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受

以
下
同
じ
。
）
の
専
門
課
程
に
入
学
し
た
と
き
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受



け
よ
う
と
す
る
者
で
、
高
等
学
校
等
在
学
者
（
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後

け
よ
う
と
す
る
者
で
、
高
等
学
校
等
在
学
者
（
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後

期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
生
徒
、
高
等

期
課
期
課
程
及
別
支
援
学
校
の
高
等
部
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
生
徒
、
高
等

専
門
学
校
（
第
四
学
年
、
第
五
学
年
及
び
専
攻
科
を
除
く
。
）
の
学
生
又
は
専
修

専
門
学
校
（
第
四
学
年
、
第
五
学
年
及
び
専
攻
科
を
除
く
。
）
の
学
生
又
は
専
修

学
校
の
高
等
課
程
の
生
徒
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
高
等
学
校
等
卒
業

学
校
の
高
等
課
程
の
生
徒
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
高
等
学
校
等
卒
業

者
（
高
等
学
校
（
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

者
（
高
等
学
校
（
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
八
十
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

第
八
十
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
盲
学
校
、
聾
学
校
又
は
養
護
学
校
（
以
下

律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
盲
学
校
、
聾
学
校
又
は
養
護
学
校
（
以
下

「
旧
盲
学
校
等
」
と
い
う
。
）
の
高
等
部
を
含
む
。
）
を
卒
業
し
た
者
、
高
等
専

「
旧
盲
学
校
等
」
と
い
う
。
）
の
高
等
部
を
含
む
。
）
を
卒
業
し
た
者
、
高
等
専

門
学
校
の
第
三
学
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者
又
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程
を
卒
業

門
学
校
の
第
三
学
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者
又
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程
を
卒
業

し
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
当
該
学
校
の
校
長
（
旧
盲
学
校
等
に

し
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
当
該
学
校
の
校
長
（
旧
盲
学
校
等
に

あ
っ
て
は
、
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規

あ
っ
て
は
、
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
当
該
旧
盲
学
校
等
が
な
る
も
の
と
さ
れ
た
特
別
支
援
学
校
の
校
長
。
以

定
に
よ
り
当
該
旧
盲
学
校
等
が
な
る
も
の
と
さ
れ
た
特
別
支
援
学
校
の
校
長
。
以

下
同
じ
。
）
の
推
薦
を
受
け
た
も
の
又
は
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則

下
同
じ
。
）
の
推
薦
を
受
け
た
も
の
又
は
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則

（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
一
号
。
以
下
「
試
験
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八

（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
一
号
。
以
下
「
試
験
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八

条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
試
験
合
格
者
（
試
験
規
則
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ

条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
試
験
合
格
者
（
試
験
規
則
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
廃
止
前
の
大
学
入
学
資
格
検
定
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
文
部
省
令
第
十
三
号
。

る
廃
止
前
の
大
学
入
学
資
格
検
定
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
文
部
省
令
第
十
三
号
。

以
下
「
旧
規
程
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
格
検
定
合
格
者
を

以
下
「
旧
規
程
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
格
検
定
合
格
者
を

含
む
。
以
下
単
に
「
認
定
試
験
合
格
者
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
新
た
に
認
定
試

含
む
。
）
若
し
く
は
試
験
規
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
試
験
科
目
合
格

験
合
格
者
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者
と
し
て
機
構
の
定
め
る
基
準
に
該
当
す

者
（
旧
規
程
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
格
検
定
科
目
合
格
者
を
含
む
。
）
で

る
も
の
（
以
下
「
認
定
試
験
合
格
者
等
」
と
い
う
。
）

機
構
の
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
「
認
定
試
験
合
格
者
等
」
と
い

う
。
）

三
～
六
［
略
］

三
～
六
［
略
］

２

前
項
の
選
考
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
及
び
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

２

前
項
の
選
考
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
及
び
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

る
。

一
［
略
］

一
［
略
］

二

高
等
専
門
学
校
、
大
学
又
は
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
お
い
て
第
一
種
学
資
貸

二

高
等
専
門
学
校
、
大
学
又
は
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
お
い
て
第
一
種
学
資
貸

与
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る

与
金
の
貸
与
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
の
収
入

者
の
収
入
に
関
す
る
資
料
に
基
づ
き
、
そ
の
収
入
の
年
額
が
、
機
構
の
定
め
る
収

に
関
す
る
資
料
に
基
づ
き
、
そ
の
収
入
の
年
額
が
、
機
構
の
定
め
る
収
入
基
準
額

入
基
準
額
以
下
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
著
し
く
修
学
に
困

以
下
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
著
し
く
修
学
に
困
難
が
あ
る

難
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

三

大
学
院
に
お
い
て
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い

三

大
学
院
に
お
い
て
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ

て
は
、
そ
の
者
（
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
及
び
そ
の
配
偶
者
を
い
う
。

の
者
（
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
及
び
そ
の
配
偶
者
を
い
う
。
以
下
こ
の



以
下
こ
の
号
、
次
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
二
十
三
条
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て

号
、
次
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
二
十
三
条
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

同
じ
。
）
の
収
入
に
関
す
る
資
料
に
基
づ
き
、
そ
の
者
の
収
入
の
年
額
が
、
機
構

の
収
入
に
関
す
る
資
料
に
基
づ
き
、
そ
の
者
の
収
入
の
年
額
が
、
機
構
の
定
め
る

の
定
め
る
収
入
基
準
額
以
下
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
著
し

収
入
基
準
額
以
下
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
著
し
く
修
学
に

く
修
学
に
困
難
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

困
難
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

第
二
十
二
条

第
二
種
学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
選
考
は
、

第
二
十
二
条

第
二
種
学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受
け
る
者
に
係
る
選
考
は
、
次
の
各
号

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
七
［
略
］

一
～
七
［
略
］

２

前
項
の
選
考
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
及
び
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

２

前
項
の
選
考
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
及
び
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

る
。

一
［
略
］

一
［
略
］

二

高
等
専
門
学
校
、
大
学
又
は
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
お
い
て
第
二
種
学
資
貸

二

高
等
専
門
学
校
、
大
学
又
は
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
お
い
て
第
二
種
学
資
貸

与
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る

与
金
の
貸
与
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
の
収
入

者
の
収
入
に
関
す
る
資
料
に
基
づ
き
、
そ
の
収
入
の
年
額
が
、
機
構
の
定
め
る
収

に
関
す
る
資
料
に
基
づ
き
、
そ
の
収
入
の
年
額
が
、
機
構
の
定
め
る
収
入
基
準
額

入
基
準
額
以
下
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
修
学
に
困
難
が
あ

以
下
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
修
学
に
困
難
が
あ
る
と
認
め

る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

ら
れ
る
こ
と
。

三

大
学
院
に
お
い
て
第
二
種
学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い

三

大
学
院
に
お
い
て
第
二
種
学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ

て
は
、
そ
の
者
の
収
入
に
関
し
機
構
の
定
め
る
資
料
に
基
づ
き
、
そ
の
者
の
収
入

の
者
の
収
入
に
関
し
機
構
の
定
め
る
資
料
に
基
づ
き
、
そ
の
者
の
収
入
の
年
額

の
年
額
が
、
機
構
の
定
め
る
収
入
基
準
額
以
下
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方

が
、
機
構
の
定
め
る
収
入
基
準
額
以
下
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
に
よ

法
に
よ
り
、
修
学
に
困
難
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

り
、
修
学
に
困
難
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

第
二
十
三
条

第
一
種
学
資
貸
与
金
に
併
せ
て
第
二
種
学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受
け
よ

第
二
十
三
条

第
一
種
学
資
貸
与
金
に
併
せ
て
第
二
種
学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受
け
る

う
と
す
る
者
に
係
る
選
考
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
行

者
に
係
る
選
考
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
行
う
も
の
と

う
も
の
と
す
る
。

す
る
。

一
～
六
［
略
］

一
～
六
［
略
］

２

前
項
の
選
考
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
及
び
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

２

前
項
の
選
考
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
及
び
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

る
。

一
［
略
］

一
［
略
］

二

高
等
専
門
学
校
、
大
学
又
は
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
お
い
て
第
一
種
学
資
貸

二

高
等
専
門
学
校
、
大
学
又
は
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
お
い
て
第
一
種
学
資
貸

与
金
に
併
せ
て
第
二
種
学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て

与
金
に
併
せ
て
第
二
種
学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者

は
、
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
の
収
入
に
関
す
る
資
料
に
基
づ
き
、
そ
の
収

の
生
計
を
維
持
す
る
者
の
収
入
に
関
す
る
資
料
に
基
づ
き
、
そ
の
収
入
の
年
額

入
の
年
額
が
、
機
構
の
定
め
る
収
入
基
準
額
以
下
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る

が
、
機
構
の
定
め
る
収
入
基
準
額
以
下
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
に
よ



方
法
に
よ
り
、
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
な
お

り
、
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
な
お
そ
の
修
学

そ
の
修
学
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

三

大
学
院
に
お
い
て
第
一
種
学
資
貸
与
金
に
併
せ
て
第
二
種
学
資
貸
与
金
の
貸
与

三

大
学
院
に
お
い
て
第
一
種
学
資
貸
与
金
に
併
せ
て
第
二
種
学
資
貸
与
金
の
貸
与

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
収
入
に
関
す
る
資
料
に
基
づ

を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
収
入
に
関
す
る
資
料
に
基
づ
き
、
そ
の
者

き
、
そ
の
者
の
収
入
の
年
額
が
、
機
構
の
定
め
る
収
入
基
準
額
以
下
で
あ
る
か
ど

の
収
入
の
年
額
が
、
機
構
の
定
め
る
収
入
基
準
額
以
下
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定

う
か
を
判
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
に

す
る
方
法
に
よ
り
、
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、

よ
っ
て
も
、
な
お
そ
の
修
学
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ

な
お
そ
の
修
学
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

と
。

第
二
十
三
条
の
二

法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
学
資
支
給
金
（
以
下
単
に
「
学
資
支

第
二
十
三
条
の
二

法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
学
資
支
給
金
（
以
下
単
に
「
学
資
支

給
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
選
考
（
以
下
単
に
「
選

給
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
る
者
に
係
る
選
考
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

考
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
選
考
対

に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

象
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
。
次

一

高
等
専
門
学
校
の
第
四
学
年
に
進
級
し
た
と
き
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
よ

号
に
お
い
て
「
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
確
認
（
以
下
単
に
「
確

う
と
す
る
高
等
専
門
学
校
の
学
生
で
、
当
該
高
等
専
門
学
校
の
校
長
の
推
薦
を
受

認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
大
学
（
学
校
教
育
法
第
百
三
条
に
規
定
す
る
大
学
を

け
た
も
の

除
き
、
短
期
大
学
の
認
定
専
攻
科
（
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
専

攻
科
を
い
う
。
同
条
を
除
き
、
以
下
「
認
定
専
攻
科
」
と
い
う
。
）
を
含

む
。
）
、
高
等
専
門
学
校
（
第
四
学
年
、
第
五
学
年
及
び
認
定
専
攻
科
に
限

る
。
）
及
び
専
門
学
校
（
専
門
課
程
を
置
く
専
修
学
校
を
い
い
、
専
門
課
程
に
限

る
。
以
下
同
じ
。
）
（
以
下
「
大
学
等
」
と
い
う
。
）
に
入
学
（
高
等
専
門
学
校

の
第
四
学
年
へ
の
進
級
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
し
た
と
き
学
資
支
給
金
の
支
給

を
受
け
よ
う
と
す
る
高
等
学
校
等
在
学
者
又
は
高
等
学
校
等
卒
業
者
（
高
等
学
校

又
は
高
等
専
門
学
校
（
第
一
学
年
か
ら
第
三
学
年
ま
で
に
限
る
。
）
若
し
く
は
専

修
学
校
の
高
等
課
程
（
以
下
「
高
等
学
校
等
」
と
い
う
。
）
を
初
め
て
卒
業
又
は

修
了
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
か
ら
第
二
十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
（
次
号
に
お
い
て
「
認
定
申
請
」
と
い
う
。
）
の
日
ま
で
の
期
間
が
二
年

を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
入
学
し
よ
う
と
す
る
大
学
等
に

お
け
る
学
修
意
欲
を
有
す
る
者
と
し
て
当
該
高
等
学
校
等
の
校
長
の
推
薦
を
受
け

た
も
の

二

支
援
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
確
認
大
学
等
（
以
下
単
に
「
確
認
大
学

二

大
学
又
は
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
入
学
し
た
と
き
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受

等
」
と
い
う
。
）
に
入
学
し
た
と
き
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
認

け
よ
う
と
す
る
者
で
、
高
等
学
校
等
在
学
者
若
し
く
は
高
等
学
校
等
卒
業
者
の
う



定
試
験
合
格
者
等
（
試
験
規
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定

ち
当
該
学
校
の
校
長
の
推
薦
を
受
け
た
も
の
又
は
認
定
試
験
合
格
者
等

試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
な
っ
た
年
度
（
次
号
ニ
に
お
い
て
「
認
定
試

験
受
験
資
格
取
得
年
度
」
と
い
う
。
）
の
初
日
か
ら
認
定
試
験
合
格
者
等
と
な
っ

た
日
ま
で
の
期
間
が
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
（
五
年
を
経
過
し
た
後
も
引
き

続
き
入
学
し
よ
う
と
す
る
大
学
等
に
お
け
る
学
修
意
欲
を
有
す
る
者
と
し
て
機
構

が
認
め
る
者
（
以
下
「
機
構
確
認
者
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
認

定
試
験
合
格
者
等
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
か
ら
認
定
申
請
の
日
ま
で

の
期
間
が
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）

三

確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
又
は
生
徒
（
以
下
「
学
生
等
」
と
い
う
。
）
の

［
号
を
加
え
る
］

う
ち
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
っ
て
、
当
該
確
認
大
学
等
の
学
長
又

は
校
長
の
推
薦
を
受
け
た
も
の

イ

過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
に
係
る
認
定
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
（
ロ
⑴

又
は
⑵
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

ロ

高
等
学
校
等
を
初
め
て
卒
業
又
は
修
了
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の

末
日
か
ら
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た
日
（
次
の
⑴
又
は
⑵
に
掲

げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
又
は
⑵
に
定
め
る
日
と
す
る
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
の
期
間
が
二
年
を
経
過
し
た
者

⑴

第
四
十
二
条
第
一
号
の
編
入
学
、
同
条
第
二
号
の
入
学
又
は
同
条
第
三
号

の
転
学
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
編
入
学
等
」
と
い

う
。
）
を
し
た
者
で
あ
っ
て
、
編
入
学
等
の
前
に
在
学
し
て
い
た
確
認
大
学

等
に
在
学
し
な
く
な
っ
た
日
か
ら
当
該
編
入
学
等
を
し
た
日
ま
で
の
期
間
が

一
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の

編
入
学
等
の
前
に
在
学
し
て
い
た
確
認
大

学
等
に
入
学
し
た
日

⑵

確
認
を
受
け
た
短
期
大
学
の
認
定
専
攻
科
又
は
高
等
専
門
学
校
の
認
定
専

攻
科
に
入
学
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
入
学
前
に
在
学
し
て
い
た
確
認
大
学

等
に
在
学
し
な
く
な
っ
た
日
か
ら
当
該
確
認
を
受
け
た
短
期
大
学
の
認
定
専

攻
科
又
は
高
等
専
門
学
校
の
認
定
専
攻
科
に
入
学
し
た
日
ま
で
の
期
間
が
一

年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の

確
認
を
受
け
た
短
期
大
学
の
認
定
専
攻
科
又

は
高
等
専
門
学
校
の
認
定
専
攻
科
へ
の
入
学
前
に
在
学
し
て
い
た
確
認
大
学

等
に
入
学
し
た
日

ハ

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
百
五
十

条
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
者
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
年
度



の
翌
年
度
の
末
日
か
ら
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た
日
ま
で
の
期

間
が
二
年
を
経
過
し
た
者

ニ

認
定
試
験
受
験
資
格
取
得
年
度
の
初
日
か
ら
認
定
試
験
合
格
者
と
な
っ
た
日

の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
が
五
年
を
経
過
し
た
者
（
機
構
確
認
者
を

除
く
。
）

ホ

認
定
試
験
合
格
者
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
末
日
か
ら
そ
の

在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た
日
ま
で
の
期
間
が
二
年
を
経
過
し
た
者

ヘ

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
六
号
又
は
同
令
第
百
八
十
三
条
第
二

号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
高
等
学
校
に
在
学
し
な
く
な
っ
た
日
の
翌
年
度

の
末
日
か
ら
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た
日
ま
で
の
期
間
が
二
年

を
経
過
し
た
も
の

ト

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
七
号
又
は
同
令
第
百
八
十
三
条
第
三

号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た
日
が

二
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
末
日
よ
り
後
の
日
で
あ
る
も

の
チ

確
認
大
学
等
に
お
け
る
学
業
成
績
が
別
表
の
上
欄
に
定
め
る
廃
止
の
区
分
に

該
当
す
る
者

２

選
考
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
及
び
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
選
考
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
及
び
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
選
考
対
象
者
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ

一

高
等
学
校
（
旧
盲
学
校
等
の
高
等
部
を
含
む
。
）
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修

か
の
基
準
（
認
定
試
験
合
格
者
等
の
う
ち
機
構
確
認
者
に
つ
い
て
は
、
ロ
の
基
準

学
校
の
高
等
課
程
に
お
け
る
学
習
成
績
（
認
定
試
験
合
格
者
等
に
つ
い
て
は
、
当

）
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
特
に
優
れ
て
い
る
と
認
め

該
合
格
に
係
る
成
績
）
そ
の
他
機
構
の
定
め
る
資
料
に
基
づ
き
、
学
力
及
び
資
質

ら
れ
る
こ
と
。

を
総
合
的
に
判
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
特
に
優
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

イ

高
等
学
校
等
に
お
け
る
各
教
科
に
属
す
る
科
目
の
学
習
の
状
況
が
お
お
む
ね

十
分
満
足
で
き
る
も
の
と
総
括
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
又
は
認
定
試
験
合
格
者

等
で
あ
る
こ
と
。

ロ

将
来
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
目
標
を
も
っ
て
、
入
学
し
よ
う
と

す
る
大
学
等
に
お
け
る
学
修
意
欲
を
有
す
る
こ
と
が
文
書
、
面
談
等
に
よ
り
確

認
で
き
る
こ
と
。

二

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
選
考
対
象
者
の
う
ち
選
考
時
に
お
い
て
確
認
大
学
等
へ

二

そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
の
収
入
及
び
資
産
（
そ
の
者
の
資
産
を
含

の
入
学
後
一
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
基
準

む
。
）
に
関
す
る
資
料
に
基
づ
き
、
そ
の
収
入
の
年
額
及
び
資
産
が
、
そ
れ
ぞ
れ

（
認
定
試
験
合
格
者
の
う
ち
機
構
確
認
者
に
あ
っ
て
は
、
ロ
の
基
準
）
に
該
当
す

機
構
の
定
め
る
収
入
基
準
額
及
び
資
産
基
準
額
以
下
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す

る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
特
に
優
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ

る
方
法
に
よ
り
、
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。



と
。

イ

高
等
学
校
等
に
お
け
る
各
教
科
に
属
す
る
科
目
の
学
習
の
状
況
が
お
お
む
ね

十
分
満
足
で
き
る
も
の
と
総
括
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
、
当
該
確
認
大
学
等
の

入
学
者
を
選
抜
す
る
た
め
の
試
験
の
成
績
が
当
該
試
験
を
経
て
入
学
し
た
者
の

上
位
二
分
の
一
の
範
囲
に
属
す
る
こ
と
又
は
認
定
試
験
合
格
者
で
あ
る
こ
と
。

ロ

将
来
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
目
標
を
も
っ
て
、
当
該
確
認
大
学

等
に
お
け
る
学
修
意
欲
を
有
す
る
こ
と
が
文
書
、
面
談
等
に
よ
り
確
認
で
き
る

こ
と
。

三

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
選
考
対
象
者
の
う
ち
前
号
に
該
当
し
な
い
者
に
あ
っ
て

［
号
を
加
え
る
］

は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
基
準
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
に
よ
り
、

特
に
優
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

イ

Ｇ
Ｐ
Ａ
等
（
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令

和
元
年
文
部
科
学
省
令
第

号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る

Ｇ
Ｐ
Ａ
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
学
部
等

（
別
表
備
考
第
二
号
に
規
定
す
る
学
部
等
を
い
う
。
）
に
お
け
る
上
位
二
分
の

一
の
範
囲
に
属
す
る
こ
と
。

ロ

そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
数
が
標
準
単
位
数

（
別
表
備
考
第
一
号
に
規
定
す
る
標
準
単
位
数
を
い
う
。
）
以
上
で
あ
り
、
か

つ
、
将
来
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
目
標
を
も
っ
て
、
当
該
確
認
大

学
等
に
お
け
る
学
修
意
欲
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
文
書
、
面
談
等
に
よ
り
確
認

で
き
る
こ
と
。

四

選
考
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
（
以
下
「
生
計
維
持
者
」
と
い
う

［
号
を
加
え
る
］

。
）
の
収
入
及
び
資
産
の
状
況
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
額
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
極
め
て
修
学
に
困

難
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

イ

支
給
額
算
定
基
準
額
（
令
第
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
支
給
額
算
定
基

準
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

五
万
一
千
三
百
円
未
満

ロ

選
考
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
が
有
す
る
資
産
（
現
金
及
び
こ
れ
に
準

ず
る
も
の
、
預
貯
金
並
び
に
有
価
証
券
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
合
計
額

二
千
万
円
未
満
（
生
計
維
持
者
が
一
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
千
二
百
五
十

万
円
未
満
）

３

前
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
選
考
は
、

［
項
を
加
え
る
］



そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
確
認
大
学
等
に
お
け
る
学
業
成
績
が
別
表
に
定
め
る

基
準
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
判
定
の
結
果
、
当
該
学
業
成
績
が
同
表
の
上
欄
に
定
め
る
廃
止

の
区
分
に
該
当
し
な
い
と
き
は
、
特
に
優
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
す
る
。

一

第
一
項
第
三
号
ロ
⑴
に
掲
げ
る
者

編
入
学
等
の
前
に
在
学
し
て
い
た
確
認
大

学
等

二

第
一
項
第
三
号
ロ
⑵
に
掲
げ
る
者

確
認
を
受
け
た
短
期
大
学
の
認
定
専
攻
科

又
は
高
等
専
門
学
校
の
認
定
専
攻
科
へ
の
入
学
前
に
在
学
し
て
い
た
確
認
大
学
等

４

生
計
維
持
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

［
項
を
加
え
る
］

号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

選
考
対
象
者
に
父
母
が
い
る
場
合

当
該
父
母

二

選
考
対
象
者
に
父
母
が
い
な
い
場
合
又
は
選
考
対
象
者
が
次
に
掲
げ
る
者
で
あ

る
場
合

当
該
選
考
対
象
者
（
当
該
選
考
対
象
者
が
主
と
し
て
他
の
者
の
収
入
に

よ
り
生
計
を
維
持
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
他
の
者
）

イ

令
第
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
た
者

ロ

令
第
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
養
護
施
設
に
入
所
し
て
い
た
者

ハ

第
三
十
九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

第
二
十
三
条
の
三

第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
第

第
二
十
四
条

第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
及

一
項
に
規
定
す
る
推
薦
の
基
準
は
、
機
構
が
定
め
る
。

び
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
推
薦
の
基
準
は
、
機
構
が
定
め
る
。

（
認
定
の
申
請
等
）

第
二
十
三
条
の
四

学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
生
等
は
、
機
構
の
定

［
条
を
加
え
る
］

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
に
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

２

機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
学
生

等
に
係
る
選
考
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

機
構
は
、
選
考
の
結
果
、
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
選
考

対
象
者
が
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た
場
合
に
学
資
支
給
金
の
支
給
に
係
る
認
定
を
行

う
べ
き
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
付
奨
学
生
候
補
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
選
考
対
象
者
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
支
給
額
算
定
基
準
額

の
区
分
（
令
第
八
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。



４

機
構
は
、
選
考
の
結
果
、
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
選
考
対
象
者
が
学

資
支
給
金
の
支
給
に
係
る
認
定
（
以
下
「
給
付
奨
学
生
認
定
」
と
い
う
。
）
を
行
う

べ
き
者
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
給
付
奨
学
生
認
定
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
給

付
奨
学
生
認
定
を
受
け
た
学
生
等
（
以
下
「
給
付
奨
学
生
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、

そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
を
経
由
し
て
、
そ
の
旨
並
び
に
支
給
額
算
定
基
準
額
の

区
分
及
び
学
資
支
給
金
の
額
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５

機
構
は
、
選
考
の
結
果
、
選
考
対
象
者
が
給
付
奨
学
生
候
補
者
又
は
給
付
奨
学
生

認
定
を
行
う
べ
き
者
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
選
考
対
象
者
に
対
し
、
そ
の

旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

６

給
付
奨
学
生
候
補
者
は
、
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た
と
き
は
、
機
構
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

７

機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
給
付
奨
学
生
候
補

者
が
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
給
付
奨
学
生
候
補
者
に
対

し
、
給
付
奨
学
生
認
定
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
を
経
由
し

て
、
そ
の
旨
並
び
に
支
給
額
算
定
基
準
額
の
区
分
及
び
学
資
支
給
金
の
額
を
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

８

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
は
、
給
付
奨
学
生
候
補
者
が
学
生
等
た
る
に

ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
給
付
奨
学
生
認
定
を
行
わ
な

い
こ
と
が
で
き
る
。

９

給
付
奨
学
生
は
、
在
学
中
に
継
続
し
て
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
機
構
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
機
構
に
届
け
出
る
も
の
と
す

る
。

（
給
付
奨
学
生
の
学
業
成
績
の
判
定
）

第
二
十
三
条
の
五

確
認
大
学
等
は
、
学
年
（
短
期
大
学
（
修
業
年
限
が
二
年
の
も
の

［
条
を
加
え
る
］

に
限
り
、
認
定
専
攻
科
を
含
む
。
）
、
高
等
専
門
学
校
（
認
定
専
攻
科
を
含
む
。
）

及
び
専
門
学
校
（
修
業
年
限
が
二
年
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
（
第
二
十
三
条
の
九

第
二
号
に
お
い
て
「
短
期
大
学
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
学
年
の
半
期
）
ご

と
に
、
給
付
奨
学
生
の
学
業
成
績
が
別
表
に
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の

判
定
（
以
下
「
適
格
認
定
に
お
け
る
学
業
成
績
の
判
定
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の

と
す
る
。

２

確
認
大
学
等
は
、
適
格
認
定
に
お
け
る
学
業
成
績
の
判
定
の
結
果
を
機
構
に
通
知



す
る
も
の
と
す
る
。

（
給
付
奨
学
生
等
の
収
入
額
及
び
資
産
額
等
の
判
定
等
）

第
二
十
三
条
の
六

機
構
は
、
毎
年
、
給
付
奨
学
生
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
に
係
る
直

［
条
を
加
え
る
］

近
の
支
給
額
算
定
基
準
額
及
び
資
産
の
合
計
額
が
そ
れ
ぞ
れ
第
二
十
三
条
の
二
第
二

項
第
四
号
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
額
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
並
び
に
当
該
支
給

額
算
定
基
準
額
に
応
じ
た
学
資
支
給
金
の
額
の
判
定
（
以
下
「
適
格
認
定
に
お
け
る

収
入
額
・
資
産
額
等
の
判
定
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

機
構
は
、
給
付
奨
学
生
に
対
し
、
適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
判

定
の
結
果
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
学
資
支
給
金
の
額
の
変
更
）

第
二
十
三
条
の
七

機
構
は
、
適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
判
定
の
結

［
条
を
加
え
る
］

果
、
給
付
奨
学
生
の
学
資
支
給
金
の
額
を
変
更
す
べ
き
と
き
は
、
毎
年
十
月
に
当
該

学
資
支
給
金
の
額
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
認
定
の
取
消
し
等
）

第
二
十
三
条
の
八

機
構
は
、
給
付
奨
学
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

［
条
を
加
え
る
］

き
は
、
給
付
奨
学
生
認
定
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

一

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
と
き
。

二

適
格
認
定
に
お
け
る
学
業
成
績
の
判
定
の
結
果
、
当
該
学
業
成
績
が
別
表
の
上

欄
に
定
め
る
廃
止
の
区
分
に
該
当
す
る
と
き
。

三

確
認
大
学
等
か
ら
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退

学
又
は
停
学
（
期
間
の
定
め
の
な
い
も
の
又
は
三
月
以
上
の
期
間
の
も
の
に
限
る

。
）
の
処
分
を
受
け
た
と
き
。

２

機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
給
付
奨
学
生
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の

者
及
び
そ
の
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の

と
す
る
。

３

機
構
は
、
適
格
認
定
に
お
け
る
学
業
成
績
の
判
定
の
結
果
、
当
該
学
業
成
績
が
別

表
の
上
欄
に
定
め
る
警
告
の
区
分
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
給
付
奨
学
生
に
対
し

、
学
業
成
績
が
不
振
で
あ
る
旨
の
警
告
を
行
う
も
の
と
す
る
。



第
二
十
三
条
の
九

給
付
奨
学
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て

［
条
を
加
え
る
］

機
構
が
給
付
奨
学
生
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
当
該
給
付
奨
学
生
認
定
の
効
力

が
当
該
各
号
に
定
め
る
日
に
遡
っ
て
失
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
と
き

当
該
各
号
に
該
当
す
る

に
至
っ
た
日
の
属
す
る
学
年
の
初
日

二

前
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
学
業
成
績
が
著
し
く
不
良
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
学
業
成
績
が
著
し
く
不
良
で
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
災
害
、
傷
病
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い

と
き

当
該
学
業
成
績
に
係
る
学
年
の
初
日
（
短
期
大
学
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該

学
業
成
績
に
係
る
学
年
の
半
期
の
初
日
）

（
認
定
の
効
力
の
停
止
等
）

第
二
十
三
条
の
十

給
付
奨
学
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
給

［
条
を
加
え
る
］

付
奨
学
生
認
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

一

確
認
大
学
等
か
ら
休
学
を
認
め
ら
れ
た
と
き
。

二

確
認
大
学
等
か
ら
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
停

学
（
三
月
未
満
の
期
間
の
も
の
に
限
る
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は

訓
告
の
処
分
を
受
け
た
と
き
。

三

適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
判
定
の
結
果
、
給
付
奨
学
生
及
び

そ
の
生
計
維
持
者
に
係
る
直
近
の
支
給
額
算
定
基
準
額
又
は
資
産
の
合
計
額
が
そ

れ
ぞ
れ
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
第
四
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額
に
該
当
し
な
く

な
っ
た
と
き
。

四

機
構
が
定
め
る
日
ま
で
に
第
二
十
三
条
の
四
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
機

構
に
対
し
行
わ
な
い
と
き
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
給
付
奨
学
生
認
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
た
給
付
奨
学
生
で

あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
当
該
給
付
奨
学
生
認
定
の
効
力
の
停
止
が
解
除
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者

確
認
大
学
等
か
ら
復
学
を
認
め
ら
れ
た
と
き
。

二

前
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
停
学
の
処
分
を
受
け
た
も
の

当
該
停
学

の
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
当
該
停
学
の
期
間
（
当
該
停
学
の
期
間
が
一
月
未
満
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
月
）
を
経
過
し
た
と
き
。

三

前
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
訓
告
の
処
分
を
受
け
た
も
の

当
該
訓
告



の
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
一
月
を
経
過
し
た
と
き
。

四

前
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者

適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
判

定
の
結
果
、
給
付
奨
学
生
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
に
係
る
直
近
の
支
給
額
算
定
基

準
額
及
び
資
産
の
合
計
額
が
そ
れ
ぞ
れ
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
第
四
号
イ
及
び

ロ
に
定
め
る
額
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

五

前
項
第
四
号
に
該
当
す
る
者

第
二
十
三
条
の
四
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
機
構
に
対
し
行
っ
た
と
き
。

（
処
分
等
に
係
る
通
知
）

第
二
十
三
条
の
十
一

確
認
大
学
等
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

［
条
を
加
え
る
］

は
、
直
ち
に
、
そ
の
内
容
を
機
構
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一

給
付
奨
学
生
に
対
す
る
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す

る
退
学
、
停
学
又
は
訓
告
の
処
分
を
行
っ
た
と
き
。

二

給
付
奨
学
生
の
休
学
又
は
復
学
を
認
め
た
と
き
。

（
個
人
番
号
の
提
供
）

（
個
人
番
号
の
提
供
）

第
二
十
四
条

機
構
は
、
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
選
考
に
当
た
り
、
法
第
十
四
条
第

第
二
十
四
条
の
二

機
構
は
、
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
選
考
に
当
た
り
、
法
第
十
四

一
項
の
学
資
貸
与
金
（
以
下
単
に
「
学
資
貸
与
金
」
と
い
う
。
）
の
貸
与
又
は
学
資

条
第
一
項
の
学
資
貸
与
金
（
以
下
単
に
「
学
資
貸
与
金
」
と
い
う
。
）
の
貸
与
又
は

支
給
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
機
構
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
機
構
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

そ
の
者
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
の
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を

り
、
そ
の
者
又
は
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
の
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け

識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七

る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五

号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
）
の
提
供
を
求
め
る
も
の
と

年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
）
を
提
供

す
る
。

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
学
資
支
給
金
の
対
象
と
な
る
専
攻
科
）

第
三
十
八
条

令
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
表
備
考
に
規
定
す
る
短
期
大
学
の
専

［
条
を
加
え
る
］

攻
科
及
び
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
は
、
学
位
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
令
第

九
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機

構
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
専
攻
科
と
す
る
。

（
令
第
八
条
の
二
第
二
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
）

（
令
第
八
条
の
二
第
四
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
）

第
三
十
九
条

令
第
八
条
の
二
第
二
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号

第
三
十
八
条

令
第
八
条
の
二
第
四
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
は
、
支
給
対
象



の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

校
（
令
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
対
象
校
を
い
う
。
）
に
在
学
す
る
者

一

満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
お
い
て
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
三
第

一

そ
の
者
が
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
お
い
て
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二

八
項
に
規
定
す
る
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
に
委
託
さ
れ
て
い
た

年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六

者
又
は
同
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
同
法
第
四
十
三
条
の
二
に
規

条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
に
委
託
さ

定
す
る
児
童
心
理
治
療
施
設
若
し
く
は
同
法
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
児
童
自
立

れ
て
い
た
者
又
は
同
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
同
法
第
四
十
三
条

支
援
施
設
に
入
所
し
て
い
た
者

の
二
に
規
定
す
る
児
童
心
理
治
療
施
設
若
し
く
は
同
法
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る

児
童
自
立
支
援
施
設
に
入
所
し
て
い
た
者

二

満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
お
い
て
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規

二

そ
の
者
が
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
お
い
て
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第

定
す
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
を
行
う
者
に
委
託
さ
れ
て
い
た
者

一
項
に
規
定
す
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
を
行
う
者
に
委
託
さ
れ
て
い
た
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
に
類
す
る
も
の
と
し
て
機
構
が
定
め
る
者

（
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
算
定
）

第
四
十
条

令
第
八
条
の
二
第
四
項
た
だ
し
書
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、

［
条
を
加
え
る
］

選
考
対
象
者
若
し
く
は
給
付
奨
学
生
又
は
そ
の
生
計
維
持
者
が
同
項
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
場
合
と
し
、
同
項
た
だ
し

書
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る

額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ

て
は
零
と
し
、
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
こ
れ
を
切
り

捨
て
た
額
）
（
同
項
本
文
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
者
に
準
ず
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
零
）
と
す
る
。

一

令
第
八
条
の
二
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
合
計
額
に
百
分
の
六
を
乗
じ
た
額

に
準
ず
る
も
の
と
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の

二

令
第
八
条
の
二
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
控
除
す
る
額
に
準
ず
る
も
の
と
し

て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の

（
学
資
支
給
金
の
額
の
特
例
）

第
四
十
一
条

令
第
八
条
の
二
第
五
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

［
条
を
加
え
る
］

号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
同
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
額
は
、
零
円
と
す
る
。

一

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

第
三
十
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
母
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
及
び
同



法
第
三
十
一
条
の
十
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
一
条
第
二
号

に
規
定
す
る
父
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

二

労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の

充
実
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
八
条
に
規

定
す
る
職
業
転
換
給
付
金
（
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
給
付
金
に
限
る
。
）

三

訓
練
延
長
給
付
（
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
二
十

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
手
当
の
支
給
を
い
う
。
）
、
同
法
第
三
十
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
技
能
習
得
手
当
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
寄
宿
手
当
並
び

に
同
法
附
則
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
訓
練
支
援
給
付
金

四

職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
受
講
給

付
金

（
令
第
八
条
の
三
第
二
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
）

第
四
十
二
条

令
第
八
条
の
三
第
二
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
は
、
過
去
に
学

［
条
を
加
え
る
］

資
支
給
金
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

学
校
教
育
法
第
百
八
条
第
九
項
、
第
百
二
十
二
条
又
は
第
百
三
十
二
条
の
規
定

に
よ
り
編
入
学
し
た
者

二

確
認
大
学
等
（
確
認
を
受
け
た
専
門
学
校
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
在
学
し
た
者
（
確
認
大
学
等
を
卒
業
又
は
修
了
し
た
者
を
除
く
。
）
で

引
き
続
い
て
確
認
を
受
け
た
専
門
学
校
（
修
業
年
限
が
一
年
の
も
の
を
除
く
。
）

の
第
二
学
年
以
上
に
入
学
し
た
者

三

確
認
大
学
等
の
相
互
の
間
（
学
校
の
種
類
が
同
一
の
も
の
の
間
に
限
る
。
）
で

転
学
し
た
者

四

同
一
の
確
認
大
学
等
に
お
い
て
、
学
部
等
の
相
互
の
間
で
転
籍
し
た
者

五

短
期
大
学
の
認
定
専
攻
科
又
は
高
等
専
門
学
校
の
認
定
専
攻
科
に
入
学
し
た
者

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表

適
格
認
定
に
お
け
る
学
業
成
績
の
基
準
（
第
二
十
三
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
五
及
び
第
二
十
三
条
の
八
関
係
）

区
分

学
業
成
績
の
基
準

廃
止

一

修
業
年
限
で
卒
業
又
は
修
了
で
き
な
い
こ
と
が
確
定
し
た
こ
と
。

二

修
得
し
た
単
位
数
（
単
位
制
に
よ
ら
な
い
専
門
学
校
に
あ
っ
て
は
、
履
修
科
目
の
単
位
時
間
数
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
合
計
数
が
標
準
単
位
数
の
五
割
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三

履
修
科
目
の
授
業
へ
の
出
席
率
が
五
割
以
下
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
学
修
意
欲
が
著
し
く
低
い
状
況
に
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
こ
と
。

四

次
項
に
定
め
る
警
告
の
区
分
に
該
当
す
る
学
業
成
績
に
連
続
し
て
該
当
す
る
こ
と
。

警
告

一

修
得
し
た
単
位
数
の
合
計
数
が
標
準
単
位
数
の
六
割
以
下
で
あ
る
こ
と
。
（
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二

Ｇ
Ｐ
Ａ
等
が
学
部
等
に
お
け
る
下
位
四
分
の
一
の
範
囲
に
属
す
る
こ
と
。

三

履
修
科
目
の
授
業
へ
の
出
席
率
が
八
割
以
下
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
学
修
意
欲
が
低
い
状
況
に
あ
る
と
認
め
ら

資料１－５
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れ
る
こ
と
。
（
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

備
考一

こ
の
表
に
お
け
る
「
標
準
単
位
数
」
と
は
、
卒
業
又
は
修
了
の
要
件
と
し
て
確
認
大
学
等
が
定
め
る
単
位
数
（
単
位

制
に
よ
ら
な
い
専
門
学
校
に
あ
っ
て
は
、
単
位
時
間
数
）
を
修
業
年
限
の
年
数
で
除
し
た
数
に
、
給
付
奨
学
生
の
在
学

年
数
（
そ
の
期
間
に
休
学
期
間
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
休
学
期
間
（
当
該
休
学
期
間
が
一
年
未
満
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
月
数
（
一
月
未
満
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
月
）
を
十
二
で
除
し
た
数
と
す
る
。
）
を
控
除
す
る
。
）
を

乗
じ
た
単
位
数
（
一
単
位
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
を
一
単
位
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す

る
。
）
を
い
う
。

二

こ
の
表
に
お
け
る
「
学
部
等
」
と
は
、
学
部
、
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
学
生
等
の
学
業
成
績

を
Ｇ
Ｐ
Ａ
等
を
用
い
て
相
対
的
に
比
較
す
る
こ
と
が
公
平
か
つ
適
正
で
あ
る
と
確
認
大
学
等
が
認
め
る
組
織
等
を
い

う
。

三

給
付
奨
学
生
の
学
修
意
欲
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
履
修
科
目
の
授
業
へ
の
出
席
率
、
授
業
時
間
外
の
学
修
の
状
況
、

授
業
に
お
い
て
作
成
を
求
め
ら
れ
る
論
文
、
報
告
書
等
の
提
出
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
確
認
大
学
等
が
判
定
す
る
も
の
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と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
。
附
則
第
三
項
に
お
い
て
「
支

援
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
施
行
前
の
準
備
）

２

こ
の
省
令
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
選
考
の
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

（
旧
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
る
者
に
係
る
特
例
）

３

支
援
法
附
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
学
資
支
給
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
旧
学
資
支
給
金
」
と
い

う
。
）
の
支
給
を
受
け
る
者
が
同
法
の
施
行
後
引
き
続
き
旧
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
る
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
同
法
附

則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
機
構
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
。


